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徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
号

徳
島
県
病
院
局
病
院
事
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
局
病
院
事
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程徳

島
県
病
院
局
病
院
事
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島

県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
割
振
り
」
を
「
割
振
り
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
を
い
う
」
を
「
（

第
三
項
及
び
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）
を
い
う
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

管
理
者
は
、
職
員
（
管
理
者
が
定
め
る
職
員
及
び
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
時

間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
管
理
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

週
を
単
位
と
し
て
管
理
者
が
定
め
る
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
単
位
期
間
」
と
い
う
。
）
ご

と
の
期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
の

ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り

振
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に
従
い
、
勤
務
時
間
を
割

り
振
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
中
「
第
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
、
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項

」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
職
員
に
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
と
さ
れ

た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
前
項
中
「
週
休
日
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
に
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
管
理
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
休
憩
時
間
を
一
斉
に

与
え
な
い
こ
と
そ
の
他
の
休
憩
時
間
の
基
準
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

二

職
員
の
健
康
及
び
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
又
は
能
率
を
甚
だ
し
く
阻
害
す
る
と
き
。

三

職
員
か
ら
の
申
告
を
考
慮
し
て
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
き
。

第
八
条
第
一
項
中
「
の
あ
る
職
員
」
の
下
に
「
（
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り

振
ら
れ
た
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
四
項
」
を
「
次

条
」
に
改
め
、
「
の
あ
る
職
員
が
管
理
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
子
を
養
育
す
る
」
を
削
り
、

「
、
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
管
理
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
「
「
第
十
六
条
第
一
項
に
規

定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
当
該
子



を
養
育
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
三
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
」
を
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
「
と
あ
り
、
並
び
に
前
項
中
「
三

歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
が
管
理
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
子
を
養
育
す
る
」
」
を
削
り

、
「
同
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
第
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
者
で
」
を
「
者
（
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
配
偶
者
等
」
と
い
う

。
）
で
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け

る
措
置
等
）

第
十
八
条
の
二

管
理
者
は
、
職
員
が
配
偶
者
等
が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
つ
た

こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は
措

置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介
護
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を

知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
申
告
、
請
求
又
は
申
出
（
次
条
に
お
い
て
「
請
求

等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

管
理
者
は
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が
四
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
に
お
い
て
、
前

項
に
規
定
す
る
事
項
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
）

第
十
八
条
の
三

管
理
者
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た

め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施

二

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備

三

そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
三
号

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

病
院
に
勤
務
す
る
助
産
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
が
正
規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
の
全
部
又

は
一
部
が
深
夜
に
お
い
て
行
わ
れ
る
業
務
に
専
ら
従
事
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
、
当
該
業
務
に
従
事

し
た
と
き
。

第
十
条
第
十
項
を
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第

四
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第

二
項
」
に
、
「
そ
の
勤
務
が
」
を
「
そ
の
勤
務
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
勤
務
を
除
く
。
）

が
」
に
、
「
四
千
五
百
五
十
円
」
を
「
五
千
五
十
円
」
に
、
「
四
千
百
円
」
を
「
四
千
六
百
円
」
に
、
「

二
千
九
百
五
十
円
」
を
「
三
千
三
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
（
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係

る
勤
務
を
除
く
。
）
が
一
月
に
つ
き
四
回
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
超
え
る
勤
務
に
係
る
医
療
等

業
務
手
当
の
額
は
、
そ
の
勤
務
一
回
に
つ
き
一
万
三
百
円
と
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
次
項
及
び
第
四
項
」
を
「
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

医
療
等
業
務
手
当
（
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
は
、
そ
の
勤
務

12
一
回
に
つ
き
、
一
万
一
千
五
百
円
と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
八
号
」
を
加
え
る
。

附
則
第
三
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
第
十
五
条
第

二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
歯
科
医
師
法
」
の
下
に
「
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
」
を
加
え
る
。

「２
係
長
の
職
務

別
表
第
一
イ
の
表
中

を
「２

係
長
の
職
務

」
に
改
め
、
「又

は
政
策
調
査

３
専
門
員
の
職
務

」

「１
主
任
医
長
の
職
務

幹

」
を
削
り
、
同
表
ロ
の
表
中
「医
長
の
職
務

」
を

に
改
め
る
。

２
医
長
の
職
務

」

「

課
長

三
種

別
表
第
三
本
局
の
項
中

を

政
策
調
査
幹

」

「

課
長

三
種

に
改
め
、

」



「

副
院
長

（地
域
連
携
・
診
療
部
門
担
当

）

二
種

副
院
長

（働
き
方
改
革
・
救
急
医
療
担
当

）

副
院
長

（研
修
・
教
育
担
当

）

事
務
局
長

副
院
長

（経
営
・
医
療
Ｄ
Ｘ
担
当

）

三
種

同
表
中
央
病
院
の
項
中

を

副
院
長

（看
護
部
門
統
括
担
当

）

医
療
局
長

薬
剤
局
長

医
療
技
術
局
長

看
護
局
長

事
務
局
次
長

」

「

副
院
長

二
種

事
務
局
長

医
療
局
長

三
種

に
改
め
、

薬
剤
局
長

医
療
技
術
局
長

看
護
局
長

事
務
局
次
長

」

「

病
院
長

一
種

同
表
海
部
病
院
の
項
中

を

事
務
局
長

二
種

」

「

病
院
長

二
種

に
改
め
る
。

事
務
局
長

」

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
四
号

徳
島
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
中
「
午
後
一
時
ま
で
」
の
下
に
「
（
勤
務
時
間
規
程
第
六
条
第
二
項
第
二
号
又
は

第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
者
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
休

憩
時
間
と
し
て
定
め
る
一
時
間
）
」
を
加
え
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

３

勤
務
時
間
規
程
第
三
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
同
項
の
規

定
に
よ
り
管
理
者
が
当
該
職
員
ご
と
に
定
め
る
勤
務
時
間
と
し
、
当
該
職
員
の
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は

勤
務
時
間
規
程
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
わ
れ
た

当
該
職
員
か
ら
の
申
告
を
考
慮
し
て
管
理
者
が
定
め
る
休
憩
時
間
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
九
号
）
第
四
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
口
頭
に
よ
り
命
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
条
第
三
項
中
「
を
も
っ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
休
日
及
び
」
を
「
勤
務
時
間
規
程
第
三
条
第

三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
、
勤
務
時
間
規
程
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
超
勤
代
休
日
、
休
日

並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
請
求
を
す
る
」
を
「
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
運
転
免
許
の
確
認
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
原
本
に
限
る
」

を
「
運
転
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
又
は
電
磁
的
記
録
を
含
む
」
に
、
「

免
許
証
の
」
を
「
運
転
免
許
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
運
転
免
許
証
」
を
「
当
該
運
転
免
許
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
五
号

徳
島
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
規
程
（
令
和
二
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
医
師
法
」
を
「
徳
島
県
立
中
央
病
院
に
お
い
て
医
師
法
」
に
改
め
、
「
第
十
六
条

の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一

項
」
を
、
「
臨
床
研
修
」
の
下
に
「
（
以
下
「
臨
床
研
修
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
受
け
て
い
る
医
師
」

の
下
に
「
及
び
歯
科
医
師
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
の
期
間
」
を
「
の
期
間
の
区
分
」
に
改
め
、
「

職
員
の
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、

同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
床
研
修
を
受
け
て
い
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
で
あ
る
フ
ル
タ
イ
ム

会
計
年
度
任
用
職
員
（
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
者
に
限
る
。
）
の
初
任
給
調
整
手
当
に
つ
い

て
は
、
そ
の
支
給
期
間
は
一
年
と
し
、
そ
の
月
額
は
採
用
の
日
以
後
の
期
間
の
区
分
が
一
年
未
満
の
場

合
に
職
員
給
与
規
程
別
表
第
五
に
定
め
る
額
と
し
て
得
ら
れ
る
額
に
職
員
給
与
規
程
第
四
条
の
三
の
規

定
の
例
に
よ
り
得
ら
れ
る
額
を
合
わ
せ
て
得
た
額
と
す
る
。

別
表
第
二
ホ
の
表
中
「１

級
1
3号
俸

」
を
「１

級
１
号
俸

」
に
、
「１

級
4
5
号
俸

」
を
「１

級
2
9号
俸

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

徳
島
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

徳
島
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
の
表
政
策
調
査
幹
の
項
、
競
技
力
向
上
推
進
幹
の
項
、
主
任
専
門
員
の
項
及
び
専
門
員
の
項

を
削
る
。

第
二
十
条
の
見
出
し
を
「
分
掌
事
務
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
表
主
任
専
門
員
の
項
及
び
専
門
員
の
項
を
削
る
。

第
三
十
七
条
の
表
徳
島
県
教
育
振
興
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

徳
島
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会

教
職
員
課

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則

の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
一
―
二
一

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係

規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

一

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
十
一
月
四
日
公
布
）
附

則
第
二
項

二

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
十
一
月
四
日
公
布
）
附
則
第

二
項

三

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
十
一

月
四
日
公
布
）
附
則
第
二
項

四

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
第
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
一
年
単
位
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
十
一
月
四
日
公
布
）
附
則
第
二
項

五

学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
十
一
月
四
日

公
布
）
附
則
第
二
項

六

学
校
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
十
一
月
四
日
公

布
）
附
則
第
二
項

七

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
十
一
月
四
日

公
布
）
附
則
第
二
項

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
五
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
職
員
の
給
与
、
服
務
等
に
係
る
届
出
等
に
関
す
る
事
務
の

処
理
」
を
「
人
事
給
与
シ
ス
テ
ム
（
職
員
の
人
事
管
理
、
給
与
計
算
等
」
に
改
め
、
「
以
下
同
じ
。
」
を

削
る
。

第
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
四
第
二
項
中
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
の
下
に
「
（
職
員
の
給
与
、
服
務
等
に
係
る
届
出

等
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
う
た
め
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
条
例
第
九
条
の
四
第
三
項
第
一
号
」
を
「
条
例
第
九
条
の
四
第
三
項
」
に

、
「
勤
務
に
」
を
「
同
条
第
一
項
の
勤
務
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
給
料
月
額
」
を
「
同

条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第
三
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
（
同
条
第
五
項
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
号
ロ
中
「
一
万
千
円
」
を
「
一
万
円
」
に
、
同
号
ハ
中
「
一
万

円
」
を
「
八
千
円
」
に
、
同
号
ニ
中
「
八
千
円
」
を
「
六
千
円
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
三
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
号
任
期
付
研
究
員

次
に
掲
げ
る
当
該
第

一
号
任
期
付
研
究
員
が
受
け
る
同
項
の
給
料
表
の
号
俸
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

六
号
俸
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額

六
千
円

ロ

四
号
俸
及
び
五
号
俸

五
千
円

ハ

二
号
俸
及
び
三
号
俸

四
千
円

ニ

一
号
俸

三
千
円

第
十
五
条
の
三
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
条
例
第
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支

給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
が
し
た
同
項
の
勤
務
は
、
同
条
第
一
項
の
勤
務
と
み
な
す
。

一

条
例
第
九
条
の
四
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
場
合

二

条
例
第
九
条
の
四
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
場
合

第
十
九
条
の
二
中
「
、
人
事
課
及
び
経
済
産
業
政
策
課
の
課
長
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「
（
人
事
課
及
び
経
済
産
業
政
策
課
の
課
長
を
除
く
。
）
」
を
削
る

。
第
二
十
六
条
第
二
項
第
八
項
中
「
週
休
日
、
」
を
「
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休

日
、
同
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
、
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
五
」
に
、
「
百
分
の

二
百
十
五
」
を
「
百
分
の
三
百
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
十
一
・
五
」
を
「
百
分
の
百
四
十
九
」
に
、



「
百
分
の
二
百
五
十
五
」
を
「
百
分
の
三
百
七
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
十
六
」
を

「
百
分
の
百
十
三
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百

三
十
七
」
を
「
百
分
の
百
三
十
四
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
十
一
・
五
」
を
「
百
分
の
百
四
十
九
」
に

改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
百
四
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
四
・
五
」
を

「
百
分
の
百
二
十
二
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百
分
の
九
十
六
」
を
「
百
分
の
九
十
三
・
五
」
に
、

「
百
分
の
百
十
五
」
を
「
百
分
の
百
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
百
分
の
五
十
一
・
二
五
」
を
「
百
分
の
五
十
」
に
、
「
百
分
の
六
十
一

・
二
五
」
を
「
百
分
の
六
十
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
給
与
か
ら
の
控
除
）

第
三
十
一
条

条
例
第
二
十
二
条
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
団
体
は
、
同
条
第
三
号
に
規
定

す
る
職
員
生
活
協
同
組
合
及
び
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
職
員
団
体
と
す
る
。

２

条
例
第
二
十
二
条
第
四
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
金
融
機
関
は
、
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
と
す
る
。

第
三
十
二
条

条
例
第
二
十
二
条
第
六
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一

県
又
は
そ
の
業
務
が
県
の
事
務
若
し
く
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
団
体
が
発
行
す
る
印
刷

物(

購
入
に
つ
い
て
所
属
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
を
行
う
も
の
に
限
る
。)

の
購
入
代
金

二

職
員
の
職
務
に
関
連
す
る
学
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
団
体
の
会
費
そ
の
他
の
費
用

三

職
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
団
体
で
あ
つ
て
、
職
員
の
福
利
厚
生
又
は
親
睦
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た

も
の
の
会
費
そ
の
他
の
負
担
金

２

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
例
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
か
ら
条
例
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
に
は
、
給
与
か
ら
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
を

控
除
し
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例

同
条
例
第
二
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の

二

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

同
条
例
第
二
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

（
令
和
六
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
の
読
替
え
）

３

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
五
条
の
五
第
一
項
中
「
条
例

第
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
六

年
条
例
第
五
十
三
号
）
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
（
以
下
「
読
替
え
後
の
条

例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
務
の
等
級
が
行
政
職
給
料
表
の
九
級
に
相
当
す
る
職

員
と
し
て
」
と
、
第
五
条
の
五
第
二
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
二
項
中
「

条
例
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
条
例
」
と
す
る
。

（
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る
職
員
）

４

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
六
年
条
例
第
五
十
三
号
）
附
則
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
務
の
等
級
が
行
政
職
給
料

表
の
八
級
以
上
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
第
五
条
の
五
第
一
項

及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
と
す
る
。

様
式
第
一
号
の
裏
中
「婚

姻
離
職

」
を
「離

職

」
に
、
「離

婚
就
職

」
を
「就

職

」
に
改
め
る
。

，
，



附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和

八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
六
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
在
外
公
館
は
、
」
の
下
に
「
在
タ
イ
日
本
国
大
使
館
、
在
大
韓
民
国
日
本
国
大
使

館
、
在
英
国
日
本
国
大
使
館
及
び
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
〇
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
二
第
二
号
中
「
就
業
手
当
又
は
」
を
削
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
雇
用
保
険
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
者
に
係
る
就

業
促
進
手
当
（
以
下
「
就
業
手
当
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
あ
つ
て
は
様
式
第
十
六
号
に

よ
る
就
業
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書
に
、
同
号
ロ
」
を
「
雇
用
保
険
法
第
五
十
六
条
の
三

第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
様
式
第
十
七
号
に
」
を
「
様
式
第
十
六
号
に
」
に
、
「
様
式
第
十
七
号
の
二
」

を
「
様
式
第
十
七
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第１６号（第２８条関係）（表面）

再就職手当に相当する退職手当支給申請書

（必ず裏面の注意書きをよく読んでから記載してください。）

住所
〒

① 申請者 氏名
（電話 ）

名 称 事業所番号

② 就職先の事業所

所 在 地（開始した事業） （電話 ）

事業の種類

事 ③ 雇 入 年 月 日
年 月 日 ④ 採 用 内 定 年 月 日 年 月 日（事業開始年月日）

業

主 ⑤ 職 種 ⑥ 一週間の所定労働時間 時間 分

の

証 イ 定めなし 年 月 日まで

明 ⑧ 雇用 ロ 定めあり （ 年 カ月）

⑦ 賃 金 月 額 万 千円 期間 契約更新状況（イ 有 ロ 無）

１年を超えて更新する見込み

（イ 有 ロ 無）

⑨ 上記の記載事実に誤りのないことを証明する。

年 月 日

事業主氏名

（法人のときは名称及び代表者氏名）

⑩ ③の雇入年月日又は事業開始 イ 再就職手当に相当する退職手当又は常用就職支

年月日前３年間における就業に 度手当に相当する退職手当を受給したことがあ

ついての再就職手当に相当する る。

退職手当又は常用就職支度手当 ロ 再就職手当に相当する退職手当又は常用就職支

に相当する退職手当の受給の有 度手当に相当する退職手当のいずれも受給したこ

無 とがない。

退職手当の支給に関する規則第２８条第１項の規定により上記のとおり再就職手当に

相当する退職手当の支給を申請します。

年 月 日

申請者氏名

任命権者職・氏名 殿

※ 所 定 給 付 日 数 日
備

処 支 給 残 日 数 日

理 支 給 金 額 円
考

欄 支 給 決 定 年 月 日 年 月 日

（注）記載内容について、記載した方に直接確認する場合があります。



様式第１６号（裏面）

注意事項

１ この申請書は，③欄に記載した雇入年月日又は事業開始年月日の翌日から起算して１箇

月以内に，申請者の所属していた元の任命権者に提出すること。

２ この申請書には，受給資格証を添えること。

３ 雇用された受給資格者にあつては，①から⑩までの欄に記入し，事業を開始した受給資

格者にあつては，①から③まで及び⑩の欄に記載すること。

４ 申請は正しくすること。偽りの記載をして提出した場合には，以後，失業者の退職手当

を受けることができなくなるばかりでなく，不正に受給した金額の返還と更にそれに加え

て一定の金額の納付を命ぜられ，また詐欺罪として処罰されることがある。

５ ⑧欄は，該当する記号を○で囲むこと。また，「ロ 定めあり」を○で囲んだ場合には，

その雇用期間を具体的に記載するとともに，契約更新条項の有無及び１年を超えて雇用す

る見込みの有無について該当するものの記号をそれぞれ○で囲むこと。

６ ⑩欄は該当する記号を○で囲むこと。

７ 事業主は，⑨欄の証明を行うとともに，速やかに雇用保険被保険者資格取得届の提出を

行うこと。

８ 事業主が偽りの証明をした場合には，不正に受給した者と連帯して，不正に受給した金

額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ，また詐欺罪として処罰される

ことがある。

９ ※印欄には，記載しないこと。

※ 記 載 欄



様式第１７号（第２８条関係）（表面）
就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書

（必ず裏面の注意書きをよく読んでから記載してください。）

1. 氏名 2. 受給資格証番号

3. 住所
〒

名 称 事業所番号 － －
4. 就職先
の事業所

所在地
〒

（電話番号 ）

5. 一週間の所定
時間 分

6. 求人申込み時等に明示した
万 千円労働時間 賃金額（月額）

7. 雇用期間中の賃金支払状況

①賃金支払対象期間 ② ③賃金額 ④備考
①の

基礎 ○Ａ ○Ｂ 計

事 日数
業
主 月 日 ～ 月 日
の
証 月 日 ～ 月 日
明

月 日 ～ 月 日

月 日 ～ 月 日

月 日 ～ 月 日

月 日 ～ 月 日

月 日 ～ 月 日

就職年月日 ～ 月 日

8. 上記の記載事実に誤りがないことを証明する。

年 月 日 事業主氏名
（法人のときは名称及び代表者氏名）

9. 退職手当の支給に関する規則第２８条第１項の規定により上記のとおり就業促進
定着手当に相当する退職手当の支給を申請します。

年 月 日

任命権者職・氏名 殿 申請者氏名

備

考

（注）記載内容について、記載した方に直接確認する場合があります。



様式第１７号（第２８条関係）（裏面）

注意事項

１ この申請書は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から起算して６

ヵ月に至った日の翌日から起算して２ヵ月以内に、原則として、申請者の所属してい

た元の任命権者に提出すること。

２ この申請書は、受給資格証を添えること。

３ 申請者にあっては１欄から３欄まで及び９欄、当該申請者を雇用した事業主にあっ

ては４欄から８欄までをそれぞれ記載すること。ただし、１欄から３欄までは、再就

職手当に相当する退職手当の支給申請時から変更がない場合は記載を省略することが

できる。

４ 申請は正しくすること。偽りの記載をして提出した場合には、以後失業等給付を受

けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加え

て一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがある。

５ 申請書の記載について

⑴ 申請者の記載事項

９欄の申請者氏名については、記名により記載すること。

⑵ 事業主の記載事項

ア ５欄は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から６ヵ月に至っ

た時点における一週間の所定労働時間を記載すること。

イ ６欄は、事業主が求人の申込み、募集等を行う際、申請者に対して明示した賃

金額（月額）を記載すること。

ウ ７欄は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から最初に到達す

る賃金締切日（賃金締切日が１歴月中に２回以上ある者については各歴月の末日

に最も近い賃金締切日を、日々賃金が支払われる者等定められた賃金締切日のな

い者については歴月の末日をいう。以下同じ。）まで、及び各賃金締切日の翌日

から次の賃金締切日までの期間ごとにそれぞれ記載すること。

エ ８欄において、４欄から７欄までの記載事項の証明を行うこと。

６ 事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給し

た金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として

刑罰に処せられることがある。

記 載 欄



様
式
第
十
七
号
の
二
を
削
り
、
様
式
第
十
八
号
の
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第１８号（第２８条関係）（表面）

常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書

（必ず裏面の注意書きをよく読んでから記載してください。）

〒
① 申請者 氏名 住所

（電話 ）

名 称 事業所番号

② 就職先の事業所

所 在 地

（開始した事業） （電話 ）

事業の種類

事 ③ 雇 入 年 月 日
年 月 日 ④ 採 用 内 定 年 月 日 年 月 日

業 （事業開始年月日）

主

の ⑤ 職 種 ⑥ 一週間の所定労働時間

証

明 イ 定めなし 年 月 日まで

⑧ 雇用 ロ 定めあり （ 年 カ月）

⑦ 賃 金 月 額 万 千円 期間 契約更新状況（イ 有 ロ 無）

１年を超えて更新する見込み

（イ 有 ロ 無）

⑨ 上記の記載事実に誤りのないことを証明する。

年 月 日

事業主氏名

（法人のときは名称及び代表者氏名）

⑩ ③の雇入年月日又は事業開始 イ 再就職手当に相当する退職手当又は常用就職支

年月日前３年間における就業に 度手当に相当する退職手当を受給したことがあ

ついての再就職手当に相当する る。

退職手当又は常用就職支度手当 ロ 再就職手当に相当する退職手当又は常用就職支

に相当する退職手当の受給の有 度手当に相当する退職手当のいずれも受給したこ

無 とがない。

退職手当の支給に関する規則第２８条第１項の規定により上記のとおり常用就職手当

に相当する退職手当の支給を申請します。

年 月 日

申請者氏名

任命権者職・氏名 殿

備

考

※処理欄 支給金額 円 支給決定年月日 年 月 日

（注）記載内容について、記載した方に直接確認する場合があります。



様
式
第
二
十
三
号
か
ら
様
式
第
二
十
八
号
ま
で
の
裏
面
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

こ

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
二
十
三
号
か
ら
様
式
第
二

十
八
号
ま
で
の
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
並
び
に

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起

訴
を
さ
れ
た
者
は
、
改
正
後
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
様
式
第
二
十
三
号
か
ら
様
式
第
二
十

八
号
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
と

み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
、
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式

（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改

正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕

っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
住
宅
課
建
築
指
導
室
、
東
部
県
土
整
備
局
及
び
総
合
県
民
局
の
項
の
項
名
を
「
住
宅
課

、
東
部
県
土
整
備
局
及
び
総
合
県
民
局
」
に
改
め
る
。

（
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
二
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
十

一
月
四
日
公
布
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
三
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
東
部
保
健
福
祉
局
」
を
「
安
全
衛
生
課
、
畜
産
振
興
課
、
東
部
保
健
福
祉
局
」
に
改
め
る

。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
四
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
五
条
第
一
項
中
「
別
表
第
七
の
二
」
を
「
別
表
第
七
の
二
イ
」
に
、
「
昇
給
号
俸
数
表
」
を
「
行

政
職
給
料
表
七
級
以
下
職
員
等
昇
給
号
俸
数
表
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条

削
除

第
三
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る
職
員
）

第
三
十
九
条
の
二

一
般
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
第
七
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
で
定
め
る
職
員
は
、

次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
る
も
の

二

医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
も
の

三

特
定
獣
医
師
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
六
級
以
上
で
あ
る
も
の

四

公
安
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
九
級
で
あ
る
も
の

「

専
門
員

「

別
表
第
一
の
イ
⑴
行
政
職
給
料
表
等
級
別
職
務
区
分
表
中

を

車
庫
長

」

「

管
理
主
事

車
庫
長

に
、

を
「

管
理
主
事

」

専
門
員

」

「

「

「

主
任
専
門
員

広
報
室
長

主
任

に
、

を

に
、

」

工
事
検
査
員

工
事
検
査
員

班
長

」

」

「

副
本
部
長

専
門
員

「
を

班
長

に
、

室
長

」

」

政
策
調
査
幹



「

「

秘
書
室
長

「
上
席
秘
書
幹

本
部
長

外
事
室
長

秘
書
幹

を

課
内
室
の
室
長

に
、

を

政
策
推
進
室

航
空
戦
略
幹

室
の
長

海
外
戦
略
調

」

」

海
外
戦
略
調
整
幹

」

航
空
消
防
防

「

本
部
の
次
長

「

主
幹

事
務
所
長

長

に
、

を
担
当
課
長

に
、

主
幹

整
幹

航
空
安
全
・
防
災
調
整
幹

運
航
安
全
管
理
幹

」

災
室
長

」

」

「

農
林
水
産
総
合
技
術
支
援

「

「

セ
ン
タ

ー

の
担
当
課
長

分
室
長

を

に
、

出
納
室
長

」

分
室
長

」

「

出
納
室
長

「

政
策
調
査
幹

「

を

副
本
部
長

に
、

を

企

」

企
画
幹

副
室
長

」

」

「

困
難
な
業
務
を
行
う
副
本
部
長

「

画
幹

に
、

を

参
事

」

参
事



」

「

「

「

近
代
美
術
館
長

に
、

近
代
美
術
館
長

を

に
、

」

」

困
難
な
業
務
を
行
う
副
所
長

」

「

困
難
な
業
務
を
行

大
き
い
セ
ン
タ

ー

困
難
な
業
務
を
行
う
校
長

「
二
十
一
世
紀
館
長

を

困
難
な
業
務
を
行
う
校
長

に
、

困
難
な
業
務
を
行
う
副
所
長

」

本
部
長

」

部
等
の
副
局
長

う
規
模
の

「

等
の
所
長

「

「

を

部
等
の
副
局
長

に
、

院
長

を

」

」

」

「

困
難
な
業
務
を
行
う
規
模
の

特
に
困
難
な
業

大
き
い
セ
ン
タ

ー

等
の
所
長

に
、
「

特
に
困
難
な
業
務
を
行
う
校
長

を

二
十
一
世
紀
館
長

困
難
な
業
務
を

」

の
事
務
局
の
副

院
長

」

「

務
を
行
う
校
長

「

知
事
戦
略
局
長

に
、

知
事
戦
略
公
室
長

を

に

行
う
委
員
会
等

」

部
等
の
担
当
部
長

局
長

」



」

「

「

改
め
、
同
別
表
の
ホ
医
療
職
給
料
表
㈢
等
級
別
職
務
区
分
表
中

副
局
長

を
」

総
合
県
民
局
の
副
部
長

に
改
め
、
同
別
表
の
ヘ
特
定
獣
医
師
職
給
料
表
等
級
別
職
務
区
分
表
中

副
局
長

」

「

部
等
の
担
当
課
長

「

「

次
長

を

セ
ン
タ

ー

等
の
次
長

に
、

所
長

」

副
課
長

」

「

部
等
の
次
長

を

部
等
の
課
長

に
改
め
る
。

」

所
長

」

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別表第四 経験年数換算表（第七条関係）

経歴 換算率

県，国，他の地方 職員としての職務にその経験が 100／100

公共団体，旧公共 直接役立つと認められる職務に

企業体，政府関係 従事した期間（常時勤務に服す

機関，外国政府又 る者として職務に従事した期間

は民間における企 又はこれに準ずる期間に限る。

業体、団体等の職 ）

員等としての在職 その他の期間 100／100以下

期間

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間（ 100／100以下

正規の修学年数内の期間に限る。）

その他の期間 職員としての職務にその経験が 100／100以下

直接役立つと認められる職務に

従事した期間

その他の期間 25／100以下（部内の他の職員

との均衡を著しく失する場合及

び高等学校等教育職給料表又は

小学校中学校教育職給料表の適

用を受ける職員に適用する場合

は，50／100以下）
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別表第五 修学年数調整表（第八条関係）

基準学歴区分

学歴区分 修学年数 大学卒 短大卒 高校卒

（16年） （14年） （12年）

博士課程修了 21年 ＋5年 ＋7年 ＋9年

修士課程修了 18年 ＋2年 ＋4年 ＋6年

専門職学位課程修了 18年 ＋2年 ＋4年 ＋6年

大学６卒 18年 ＋2年 ＋4年 ＋6年

大学専攻科卒 17年 ＋1年 ＋3年 ＋5年

大学４卒 16年 ＋2年 ＋4年

短大３卒 15年 －1年 ＋1年 ＋3年

短大２卒 14年 －2年 ＋2年

短大２卒 13年 －3年 －1年 ＋1年

高校専攻科卒 13年 －3年 －1年 ＋1年

高校３卒 12年 －4年 －2年

高校２卒 11年 －5年 －3年 －1年

中学卒 ９年 －7年 －5年 －3年

備考

１ 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については，それぞれ学歴免

許等資格区分表に定めるところによる。

２ この表に定める年数（修学年数欄の年数を除く。）は，学歴区分欄の学歴免許等

の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に

対する加える年数又は減ずる年数（以下「調整年数」という。）を示す。この場合

において「＋」の年数は加える年数を，「－」の年数は減ずる年数を示す。

３ 等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴

免許等の区分と同じ区分（その区分に属する学歴免許等の資格を含む。）が掲げら

れている場合におけるこの表の適用については，当該区分に対応する修学年数欄の

年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減

じた年数をもつて，その者の有する学歴免許等の資格についての当該等級別資格基

準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合に

おいて，その年数が正となるときはその年数は加える年数とし，その年数が負とな

るときはその年数は減ずる年数とする。

４ 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学

若しくは獣医学に関する課程（修学年限が４年のものに限る。）を修了した者に対

するこの表の適用については，学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修

学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ１年を加えた年数をもつて，この表の修学

年数欄の年数及び調整年数とする。

５ その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事委員

会が別段の定めをした職員については，人事委員会が定める修学年数及び調整年数

をもつて，この表の修学年数及び調整年数とする。
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5

5
4

1
5

2
7

5

5
5

1
5

2
8

5

5
6

1
6

2
8

5

5
7

1
6

2
9

5

5
8

1
6

2
9

5

5
9

1
6

2
9

5

6
0

1
7

3
0

5

6
1

1
7

3
0

5

6
2

1
7

3
0

5

6
3

1
8

3
1

5

6
4

1
8

3
1

5



6
5

1
9

3
1

5

6
6

3
2

5

6
7

3
2

5

6
8

3
2

5

6
9

3
2

5

7
0

3
2

5

7
1

3
3

5

7
2

3
3

5

7
3

3
3

5

7
4

3
3

7
5

3
3

7
6

3
4

7
7

3
4

7
8

3
4

7
9

3
4

8
0

3
4

8
1

3
5

8
2

3
5

8
3

3
5

8
4

3
5

8
5

3
5

ニ
医
療
職
給
料
表
㈡
昇
格
時
号
俸
対
応
表

昇
格
し
た
日
の
前
日

昇
格
後
の
号
俸

に
受
け
て
い
た
号
俸

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1

1
1

1
1

1
1

3
1

1
1

1
1

1
1

4
1

1
1

1
1

1
1

5
1

1
1

1
1

1
1

6
1

1
1

1
1

1
1

7
1

1
1

1
1

1
1

8
1

1
1

1
1

1
1

9
1

1
1

1
1

1
1

1
0

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
2

1
1

1
1

1
1

1

1
3

1
1

1
1

1
1

1

1
4

1
1

2
1

1
1

1

1
5

1
1

3
1

1
1

1

1
6

1
1

4
1

1
1

1



1
7

1
1

5
1

1
1

1

1
8

1
1

6
1

1
1

1

1
9

1
1

7
1

1
1

1

2
0

1
1

8
1

1
1

1

2
1

1
1

9
1

1
1

1

2
2

2
2

1
0

2
2

2
1

2
3

3
3

1
1

3
3

3
1

2
4

4
4

1
2

4
4

4
1

2
5

5
5

1
3

5
5

5
1

2
6

6
6

1
4

6
6

5
1

2
7

7
7

1
5

7
7

6
1

2
8

8
8

1
6

8
8

6
1

2
9

9
9

1
7

9
9

7
1

3
0

1
0

1
0

1
8

1
0

1
0

7
1

3
1

1
1

1
1

1
9

1
1

1
1

8
1

3
2

1
2

1
2

2
0

1
2

1
2

8
1

3
3

1
3

1
3

2
1

1
3

1
3

9
1

3
4

1
4

1
4

2
2

1
4

1
4

9
1

3
5

1
5

1
5

2
3

1
5

1
5

9
1

3
6

1
6

1
6

2
4

1
6

1
6

9
1

3
7

1
7

1
7

2
5

1
7

1
7

9
1

3
8

1
8

1
8

2
6

1
8

1
8

9

3
9

1
9

1
9

2
7

1
9

1
9

1
0

4
0

2
0

2
0

2
8

2
0

2
0

1
0

4
1

2
1

2
1

2
9

2
1

2
1

1
0

4
2

2
2

2
2

3
0

2
2

2
1

1
0

4
3

2
3

2
3

3
1

2
3

2
1

1
0

4
4

2
4

2
4

3
2

2
4

2
2

1
0

4
5

2
5

2
5

3
3

2
5

2
2

1
1

4
6

2
5

2
6

3
4

2
5

2
2

1
1

4
7

2
6

2
7

3
5

2
6

2
3

1
1

4
8

2
6

2
8

3
6

2
6

2
3

1
1

4
9

2
7

2
9

3
7

2
7

2
3

1
1

5
0

2
7

3
0

3
8

2
7

2
4

1
1

5
1

2
8

3
1

3
9

2
8

2
4

1
2

5
2

2
8

3
2

4
0

2
8

2
4

1
2

5
3

2
9

3
3

4
1

2
9

2
5

1
2

5
4

2
9

3
4

4
2

2
9

2
5

5
5

3
0

3
5

4
3

3
0

2
6

5
6

3
0

3
6

4
4

3
0

2
6



5
7

3
1

3
7

4
5

3
1

2
7

5
8

3
1

3
8

4
6

3
1

2
7

5
9

3
2

3
9

4
7

3
2

2
8

6
0

3
2

4
0

4
8

3
2

2
8

6
1

3
3

4
1

4
9

3
3

2
8

6
2

3
3

4
2

5
0

3
3

2
8

6
3

3
4

4
3

5
1

3
3

2
8

6
4

3
4

4
4

5
2

3
4

2
9

6
5

3
5

4
5

5
3

3
4

2
9

6
6

3
5

4
6

5
4

3
4

2
9

6
7

3
6

4
7

5
5

3
5

2
9

6
8

3
6

4
8

5
6

3
5

2
9

6
9

3
7

4
9

5
7

3
5

3
0

7
0

3
7

4
9

5
7

3
6

3
0

7
1

3
8

5
0

5
8

3
6

3
0

7
2

3
8

5
0

5
8

3
6

3
0

7
3

3
9

5
1

5
9

3
7

3
0

7
4

3
9

5
1

5
9

3
7

3
1

7
5

4
0

5
2

6
0

3
7

3
1

7
6

4
0

5
2

6
0

3
7

3
1

7
7

4
1

5
3

6
1

3
8

3
1

7
8

4
1

5
3

6
1

3
8

7
9

4
1

5
3

6
2

3
8

8
0

4
2

5
4

6
2

3
8

8
1

4
2

5
4

6
3

3
9

8
2

4
2

5
4

6
3

3
9

8
3

4
3

5
5

6
4

3
9

8
4

4
3

5
5

6
4

3
9

8
5

4
3

5
5

6
5

3
9

8
6

5
6

6
6

4
0

8
7

5
6

6
7

4
0

8
8

5
6

6
8

4
0

8
9

5
6

6
9

4
0

9
0

5
6

6
9

4
0

9
1

5
7

7
0

4
1

9
2

5
7

7
0

4
1

9
3

5
7

7
0

4
1

9
4

5
7

7
0

4
1

9
5

5
7

7
0

4
1

9
6

5
8

7
0

4
2



9
7

5
8

7
0

4
2

9
8

5
8

7
0

4
2

9
9

5
8

7
0

4
2

1
0
0

5
8

7
0

4
2

1
0
1

5
9

7
0

4
3

1
0
2

5
9

7
0

1
0
3

5
9

7
0

1
0
4

5
9

7
0

1
0
5

5
9

7
0

1
0
6

7
0

1
0
7

7
0

1
0
8

7
0

1
0
9

7
0

ホ
医
療
職
給
料
表
㈢
昇
格
時
号
俸
対
応
表

昇
格
し
た
日
の
前
日

昇
格
後
の
号
俸

に
受
け
て
い
た
号
俸

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

1
1

1
1

1
1

1

2
1

1
1

1
1

1

3
1

1
1

1
1

1

4
1

1
1

1
1

1

5
1

1
1

1
1

1

6
1

1
1

1
1

1

7
1

1
1

1
1

1

8
1

1
1

1
1

1

9
1

1
1

1
1

1

1
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
1

1
1

1
1

1
3

1
1

1
1

1
1

1
4

1
1

2
1

1
1

1
5

1
1

3
1

1
1

1
6

1
1

4
1

1
1

1
7

1
1

5
1

1
1

1
8

2
1

6
1

1
1

1
9

3
1

7
1

1
1

2
0

4
1

8
1

1
1

2
1

5
1

9
1

1
1

2
2

6
1

1
0

2
1

2

2
3

7
1

1
1

3
1

3

2
4

8
1

1
2

4
1

4



2
5

9
1

1
3

5
1

5

2
6

1
0

1
1
4

6
2

6

2
7

1
1

1
1
5

7
3

7

2
8

1
2

1
1
6

8
4

8

2
9

1
3

1
1
7

9
5

9

3
0

1
4

2
1
8

1
0

6
1
0

3
1

1
5

3
1
9

1
1

7
1
1

3
2

1
6

4
2
0

1
2

8
1
2

3
3

1
7

5
2
1

1
3

9
1
3

3
4

1
8

6
2
2

1
4

1
0

1
4

3
5

1
9

7
2
3

1
5

1
1

1
5

3
6

2
0

8
2
4

1
6

1
2

1
6

3
7

2
1

9
2
5

1
7

1
3

1
7

3
8

2
2

1
0

2
6

1
8

1
4

1
8

3
9

2
3

1
1

2
7

1
9

1
5

1
9

4
0

2
4

1
2

2
8

2
0

1
6

2
0

4
1

2
5

1
3

2
9

2
1

1
7

2
0

4
2

2
6

1
4

3
0

2
2

1
7

2
0

4
3

2
7

1
5

3
1

2
3

1
8

2
0

4
4

2
8

1
6

3
2

2
4

1
8

2
0

4
5

2
9

1
7

3
3

2
5

1
9

2
1

4
6

3
0

1
8

3
4

2
6

1
9

2
1

4
7

3
1

1
9

3
5

2
7

2
0

2
1

4
8

3
2

2
0

3
6

2
8

2
0

2
1

4
9

3
3

2
1

3
7

2
9

2
1

2
1

5
0

3
4

2
2

3
8

3
0

2
1

2
2

5
1

3
5

2
3

3
9

3
1

2
2

2
2

5
2

3
6

2
4

4
0

3
2

2
2

2
2

5
3

3
7

2
5

4
1

3
3

2
3

2
2

5
4

3
8

2
6

4
2

3
4

2
3

2
2

5
5

3
9

2
7

4
3

3
5

2
4

2
3

5
6

4
0

2
8

4
4

3
6

2
4

2
3

5
7

4
1

2
9

4
5

3
7

2
5

2
3

5
8

4
1

3
0

4
6

3
8

2
5

5
9

4
2

3
1

4
7

3
9

2
6

6
0

4
2

3
2

4
8

4
0

2
6

6
1

4
3

3
3

4
9

4
1

2
7

6
2

4
3

3
4

5
0

4
2

2
7

6
3

4
4

3
5

5
1

4
3

2
8

6
4

4
4

3
6

5
2

4
4

2
8



6
5

4
5

3
7

5
3

4
5

2
9

6
6

4
6

3
8

5
4

4
5

2
9

6
7

4
7

3
9

5
5

4
6

2
9

6
8

4
8

4
0

5
6

4
6

2
9

6
9

4
9

4
1

5
7

4
7

2
9

7
0

5
0

4
2

5
8

4
7

2
9

7
1

5
1

4
3

5
9

4
8

3
0

7
2

5
2

4
4

6
0

4
8

3
0

7
3

5
3

4
5

6
1

4
9

3
0

7
4

5
4

4
6

6
2

5
0

3
0

7
5

5
5

4
7

6
3

5
1

3
0

7
6

5
6

4
8

6
4

5
2

3
0

7
7

5
7

4
9

6
5

5
3

3
1

7
8

5
8

5
0

6
6

5
3

3
1

7
9

5
9

5
1

6
7

5
4

3
1

8
0

6
0

5
2

6
8

5
4

3
1

8
1

6
1

5
3

6
9

5
5

3
1

8
2

6
2

5
4

7
0

5
5

3
1

8
3

6
3

5
5

7
1

5
6

3
2

8
4

6
4

5
6

7
2

5
6

3
2

8
5

6
5

5
7

7
3

5
7

3
2

8
6

6
5

5
8

7
4

5
7

8
7

6
6

5
9

7
5

5
8

8
8

6
6

6
0

7
6

5
8

8
9

6
7

6
1

7
7

5
9

9
0

6
7

6
2

7
8

5
9

9
1

6
8

6
3

7
9

6
0

9
2

6
8

6
4

8
0

6
0

9
3

6
9

6
5

8
1

6
0

9
4

7
0

6
6

8
1

6
0

9
5

7
1

6
7

8
2

6
1

9
6

7
2

6
8

8
2

6
1

9
7

7
3

6
9

8
3

6
1

9
8

7
4

7
0

8
3

6
1

9
9

7
5

7
1

8
4

6
2

1
0
0

7
6

7
2

8
4

6
2

1
0
1

7
7

7
3

8
5

6
2

1
0
2

7
7

7
4

8
6

6
2

1
0
3

7
8

7
5

8
7

6
3

1
0
4

7
8

7
6

8
8

6
3



1
0
5

7
9

7
7

8
8

6
3

1
0
6

7
9

7
7

8
8

6
3

1
0
7

8
0

7
7

8
9

6
4

1
0
8

8
0

7
8

8
9

6
4

1
0
9

8
1

7
8

8
9

6
5

1
1
0

8
1

7
8

9
0

1
1
1

8
1

7
9

9
0

1
1
2

8
1

7
9

9
0

1
1
3

8
1

7
9

9
1

1
1
4

8
2

8
0

9
1

1
1
5

8
2

8
0

9
1

1
1
6

8
2

8
0

9
2

1
1
7

8
2

8
1

9
2

1
1
8

8
2

8
1

9
2

1
1
9

8
3

8
1

9
3

1
2
0

8
3

8
1

9
3

1
2
1

8
3

8
2

9
3

1
2
2

8
3

8
2

1
2
3

8
3

8
2

1
2
4

8
4

8
2

1
2
5

8
4

8
3

1
2
6

8
4

8
3

1
2
7

8
4

8
3

1
2
8

8
4

8
3

1
2
9

8
5

8
4

1
3
0

8
5

8
4

1
3
1

8
5

8
4

1
3
2

8
6

8
4

1
3
3

8
6

8
5

1
3
4

8
6

8
5

1
3
5

8
7

8
5

1
3
6

8
7

8
6

1
3
7

8
7

8
6

1
3
8

8
8

8
6

1
3
9

8
8

8
6

1
4
0

8
8

8
6

1
4
1

8
9

8
7

1
4
2

8
9

8
7

1
4
3

8
9

8
7

1
4
4

8
9

8
7



1
4
5

9
0

8
7

1
4
6

9
0

8
8

1
4
7

9
0

8
8

1
4
8

9
0

8
8

1
4
9

9
1

8
8

1
5
0

9
1

8
8

1
5
1

9
1

8
9

1
5
2

9
1

8
9

1
5
3

9
2

8
9

1
5
4

9
2

1
5
5

9
2

1
5
6

9
2

1
5
7

9
3

1
5
8

9
3

1
5
9

9
3

1
6
0

9
4

1
6
1

9
4

1
6
2

9
4

1
6
3

9
5

1
6
4

9
5

1
6
5

9
5

1
6
6

9
6

1
6
7

9
6

1
6
8

9
6

1
6
9

9
7

ヘ
特
定
獣
医
師
職
給
料
表
昇
格
時
号
俸
対
応
表

昇
格
し
た
日
の
前
日

昇
格
後
の
号
俸

に
受
け
て
い
た
号
俸

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

1
1

1
1

1
1

1

2
1

1
1

1
1

2

3
1

1
1

1
1

3

4
1

1
1

1
1

4

5
1

1
1

1
1

5

6
1

1
1

1
1

5

7
1

1
1

1
1

5

8
1

1
1

1
1

5

9
1

1
1

1
1

5

1
0

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1

1
2

1
1

1
1

1



1
3

1
1

1
1

2

1
4

1
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1
1

2

1
5

1
1

1
1

2

1
6

1
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1
1

2

1
7

1
1

1
1

2

1
8

1
1

2
2

3

1
9

1
1

3
3

3

2
0

1
1

4
4

3

2
1

1
1

5
5
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2
2

1
2
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5
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3

1
3

7
6
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4
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6

4

2
5

1
5
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7
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4
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7
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7

1
1
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4
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8
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8
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2

8
4
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1
9

1
3
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5

3
0

1
1
0
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4

9
5

3
1

1
1
1

1
5

1
0

5

3
2

1
1
2

1
6

1
0

5

3
3

1
1
3

1
7

1
1
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3
4

1
1
4
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8

1
1

5

3
5

1
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5
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9
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3
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6
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2
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7
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7
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1
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5
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8

2
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8
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2
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3

5

3
9

3
1
9

2
3

1
3

5

4
0

4
2
0

2
4

1
3

5

4
1

5
2
1

2
5

1
4

5

4
2

6
2
1

2
6
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4

5

4
3

7
2
2
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7
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4

5

4
4

8
2
2
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8
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5

9
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3
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9
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9
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4
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9
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5
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8

1
2
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4

3
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9
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3
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5

5
1
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1
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6

3
1

1
5
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7
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5
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5

5
5

1
6

2
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2
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5
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6

1
6

2
8
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7
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6
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1
8
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9
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9

1
9

2
9
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1
6
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2
0

3
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3
4
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6

6
1

2
1

3
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3
5

1
6

6
2

2
1

3
0

3
5

1
6

6
3

2
2

3
0

3
6

1
6

6
4

2
2

3
0

3
6

1
6

6
5

2
3

3
1

3
6

1
6

6
6

2
3

3
1

3
6

6
7
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4

3
1

3
6

6
8
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4

3
1

3
6
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9
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5

3
1

3
6

7
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2
5

3
2

3
6

7
1

2
6

3
2

3
6

7
2

2
6

3
2

3
6

7
3

2
7

3
2

3
6

7
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7

3
2
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6

7
5

2
8

3
3

3
6

7
6
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8

3
3

3
6

7
7
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9

3
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6
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6

7
9

2
9

3
6

8
0

3
0

3
6

8
1

3
0

3
6

8
2

3
0

8
3

3
1

8
4

3
1

8
5

3
1

8
6

3
2

8
7

3
2

8
8

3
2

8
9

3
3

9
0

3
3

9
1

3
4

9
2

3
4



9
3

3
5

ト
高
等
学
校
等
教
育
職
給
料
表
昇
格
時
号
俸
対
応
表

昇
格
し
た
日
の
前
日

昇
格
後
の
号
俸

に
受
け
て
い
た
号
俸

２
級

特
２
級

３
級

４
級

1
1

1
1

1

2
1

1
1

1

3
1

1
1

1

4
1

1
1

1

5
1

1
1

1

6
1

1
1

1

7
1

1
1

1

8
1

1
1

1

9
1

1
1

1

1
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
1

1
1

1
3

1
1

1
1

1
4

1
1

1
1

1
5

1
1

1
1

1
6

1
1

1
1

1
7

1
1

1
1

1
8

1
1

1
1

1
9

1
1

1
1

2
0

1
1

1
1

2
1

1
1

1
1

2
2

2
1

1
1

2
3

3
1

1
1

2
4

4
1

1
1

2
5

5
1

1
1

2
6

6
1

1
1

2
7

7
1

1
1

2
8

8
1

1
1

2
9

9
1

1
1

3
0

1
0

1
2

1

3
1

1
1

1
3

1

3
2

1
2

1
4

1

3
3

1
3

1
5

1

3
4

1
4

1
6

1

3
5

1
5

1
7

1

3
6

1
6

1
8

1



3
7

1
7

1
9

1

3
8

1
8

1
1
0

1

3
9

1
9

1
1
1

1

4
0

2
0

1
1
2

1

4
1

2
1

1
1
3

1

4
2

2
2

2
1
4

2

4
3

2
3

3
1
5

3

4
4

2
4

4
1
6

4

4
5

2
5

5
1
7

5

4
6

2
5

6
1
8

6

4
7

2
6

7
1
9

7

4
8

2
6

8
2
0

8

4
9

2
7

9
2
1

9

5
0

2
7

1
0

2
2

9

5
1

2
8

1
1

2
3

1
0

5
2

2
8

1
2

2
4

1
0

5
3

2
9

1
3

2
5

1
1

5
4

2
9

1
4

2
6

1
1

5
5

3
0

1
5

2
7

1
2

5
6

3
0

1
6

2
8

1
2

5
7

3
1

1
7

2
9

1
3

5
8

3
1

1
8

3
0

1
3

5
9

3
2

1
9

3
1

1
4

6
0

3
2
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3
2

1
4

6
1

3
3

2
1

3
3

1
5

6
2

3
3
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2

3
4

6
3

3
4

2
3

3
5

6
4

3
4

2
4

3
6

6
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7
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6
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3
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4
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9

3
4

4
6
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5
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3
5

4
7

7
6

4
0

3
6

4
8
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7
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1

3
7
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9

7
8

4
1
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8
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9

4
2

3
9

5
1
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0

4
2
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5
2
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1
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3
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1

5
2

8
2

4
3
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2

5
2

8
3
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4
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3
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8
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1
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1
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9

5
7

1
0
0

5
2

6
0

5
8

1
0
1

5
3

6
1
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3
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1
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8
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3

5
4
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2

5
9

1
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5
4
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2

5
9

1
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5
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3

5
9
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8
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8
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9
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8
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9
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6

5
8
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0
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1
7

5
9

7
0

1
1
8

5
9

7
0

1
1
9

5
9

7
1

1
2
0

5
9

7
1

1
2
1

6
0

7
1

1
2
2

6
0

7
2

1
2
3

6
0

7
2

1
2
4

6
0

7
2

1
2
5

6
1

7
3

1
2
6

6
1

7
3

1
2
7

6
1

7
3

1
2
8

6
1

7
3

1
2
9

6
1

7
3

1
3
0

6
1

7
4

1
3
1

6
2

7
4

1
3
2

6
2

7
4

1
3
3

6
2

7
4

1
3
4

6
2

7
4

1
3
5

6
2

7
5

1
3
6

6
2

7
5

1
3
7

6
3

7
5

1
3
8

6
3

7
5

1
3
9

6
3

7
5

1
4
0

6
3

7
6

1
4
1

6
3

7
6

1
4
2

6
3

7
6

1
4
3

6
4

7
6

1
4
4

6
4

7
6

1
4
5

6
4

7
7

1
4
6

6
4

1
4
7

6
4

1
4
8

6
4

1
4
9

6
5

1
5
0

6
5

1
5
1

6
6

1
5
2

6
6

1
5
3

6
7

チ
小
学
校
中
学
校
教
育
職
給
料
表
昇
格
時
号
俸
対
応
表

昇
格
し
た
日
の
前
日

昇
格
後
の
号
俸

に
受
け
て
い
た
号
俸

２
級

特
２
級

３
級

４
級



1
1

1
1

1

2
1

1
1

1

3
1

1
1

1

4
1

1
1

1

5
1

1
1

1

6
1

1
1

1

7
1

1
1

1

8
1

1
1

1

9
1

1
1

1

1
0

2
1

2
1

1
1

3
1

3
1

1
2

4
1

4
1

1
3

5
1

5
1

1
4

6
1

6
1

1
5

7
1

7
1

1
6

8
1

8
1

1
7

9
1

9
1

1
8

1
0

1
1
0

1

1
9

1
1

1
1
1

1

2
0

1
2

1
1
2

1

2
1

1
3

1
1
3

1

2
2

1
4

1
1
4

1

2
3

1
5

1
1
5

1

2
4

1
6

1
1
6

1

2
5

1
7

1
1
7

1

2
6

1
8

1
1
8

1

2
7

1
9

1
1
9

1

2
8

2
0

1
2
0

1

2
9

2
1

1
2
1

1

3
0

2
2

1
2
2

1

3
1

2
3

1
2
3

1

3
2

2
4

1
2
4

1

3
3

2
5

1
2
5

1

3
4

2
6

1
2
6

1

3
5

2
7

1
2
7

1

3
6

2
8

1
2
8

1

3
7

2
9

1
2
9

1

3
8

3
0

1
3
0

1

3
9

3
1

1
3
1

1

4
0

3
2

1
3
2

1
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1

3
3

1
3
3

1

4
2

3
4

1
3
4

1

4
3

3
5

1
3
5

1

4
4

3
6

1
3
6

1
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5

3
7

1
3
7

1

4
6

3
7

1
3
8

1
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7
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8
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9

1
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8
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8
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1
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9

3
9

1
4
1

1

5
0

3
9

1
4
2

1

5
1

4
0

1
4
3

1

5
2

4
0

1
4
4

1

5
3

4
1

1
4
5

1

5
4

4
1

2
4
6

1

5
5

4
2

3
4
7

1

5
6

4
2

4
4
8

1

5
7

4
3

5
4
9

1

5
8

4
3

6
5
0

1

5
9

4
4

7
5
1

1

6
0

4
4

8
5
2

1

6
1

4
5

9
5
3

1

6
2

4
5

1
0

5
4

2

6
3

4
6

1
1

5
5

3

6
4

4
6

1
2

5
6

4

6
5

4
7

1
3

5
7

4

6
6

4
7
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4

5
8

4

6
7

4
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5
9

4
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8
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8

1
6
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4

6
9
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9

1
7

6
1

5

7
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4
9

1
8

6
2

5

7
1

5
0

1
9

6
3

5

7
2

5
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2
0

6
4

5

7
3

5
1

2
1

6
5

5

7
4

5
1
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2

6
6

6

7
5
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7
6
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6
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7
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3
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5
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9

6
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8
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3

2
6

7
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6

7
9

5
3

2
7

7
1

7

8
0

5
4

2
8

7
2

7



8
1

5
4

2
9

7
2

7

8
2

5
4

3
0

7
2

8
3

5
5

3
1

7
2

8
4

5
5

3
2

7
2

8
5

5
5

3
3

7
2

8
6

5
6

3
4

7
2

8
7

5
6

3
5

7
2

8
8

5
6

3
6

7
2

8
9

5
7

3
7

7
2

9
0

5
7

3
8

7
3

9
1

5
8

3
9

7
4

9
2

5
8

4
0

7
5

9
3

5
9

4
1

7
5

9
4

5
9

4
2

7
6

9
5

6
0

4
3

7
7

9
6

6
0

4
4

7
8

9
7

6
1

4
5

7
9

9
8

6
1

4
6

8
0

9
9

6
1

4
7

8
1

1
0
0

6
1

4
8

8
1

1
0
1

6
2

4
9

8
1

1
0
2

6
2

5
0

8
1

1
0
3

6
2

5
1

8
1

1
0
4

6
2

5
2

8
1

1
0
5

6
3

5
3

8
1

1
0
6

6
3

5
3

1
0
7

6
3

5
4

1
0
8

6
3

5
4

1
0
9

6
4

5
5

1
1
0

6
4

5
5

1
1
1

6
4

5
6

1
1
2

6
4

5
6

1
1
3

6
5

5
7

1
1
4

6
5

5
8

1
1
5

6
5

5
9

1
1
6

6
5

6
0

1
1
7

6
6

6
1

1
1
8

6
6

6
2

1
1
9

6
6

6
3

1
2
0

6
6

6
4



1
2
1

6
7

6
5

1
2
2

6
7

6
5

1
2
3

6
7

6
6

1
2
4

6
7

6
6

1
2
5

6
8

6
7

1
2
6

6
7

1
2
7

6
8

1
2
8

6
8

1
2
9

6
9

1
3
0

6
9

1
3
1

7
0

1
3
2

7
0

1
3
3

7
1

1
3
4

7
1

1
3
5

7
2

1
3
6

7
2

1
3
7

7
3

1
3
8

7
3

1
3
9

7
3

1
4
0

7
4

1
4
1

7
4

1
4
2

7
4

1
4
3

7
5

1
4
4

7
5

1
4
5

7
5

1
4
6

7
6

1
4
7

7
6

1
4
8

7
6

1
4
9

7
7

1
5
0

7
7

1
5
1

7
7

1
5
2

7
8

1
5
3

7
8

1
5
4

7
8

1
5
5

7
9

1
5
6

7
9

1
5
7

7
9

リ
公
安
職
給
料
表
昇
格
時
号
俸
対
応
表

昇
格
し
た
日
の
前
日

昇
格
後
の
号
俸

に
受
け
て
い
た
号
俸

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級



1
1

1
1

1
1

1
1

1

2
1

1
1

1
1

1
1

1

3
1

1
1

1
1

1
1

1

4
1

1
1

1
1

1
1

1

5
1

1
1

1
1

1
1

1

6
1

1
1

1
1

1
1

1

7
1

1
1

1
1

1
1

1

8
1

1
1

1
1

1
1

1

9
1

1
1

1
1

1
1

1

1
0

2
1

1
1

2
1

1
1

1
1

3
1

1
1

3
1

1
1

1
2

4
1

1
1

4
1

1
1

1
3

5
1

1
1

5
1

1
1

1
4

6
2

1
1

6
2

1
2

1
5

7
3

1
1

7
3

1
2

1
6

8
4

1
1

8
4

1
2

1
7

9
5

1
1

9
5

1
2

1
8

1
0

6
1

1
1
0

6
2

3

1
9

1
1

7
1

1
1
1

7
3

3

2
0

1
2

8
1

1
1
2

8
4

3

2
1

1
3

9
1

1
1
3

9
5

4

2
2

1
4

1
0

2
1

1
4

1
0

6
4

2
3

1
5

1
1

3
1

1
5

1
1

7
4

2
4

1
6

1
2

4
1

1
6

1
2

8
4

2
5

1
7

1
3

5
1

1
7

1
3

9
4

2
6

1
8

1
4

6
1

1
8

1
4

1
0

4

2
7

1
9

1
5

7
1

1
9

1
5

1
1

4

2
8

2
0

1
6

8
1

2
0

1
6

1
2

5

2
9

2
1

1
7

9
1

2
1

1
7

1
3

5

3
0

2
2

1
8

1
0

2
2
2

1
8

1
4

5

3
1

2
3

1
9

1
1

3
2
3

1
9

1
5

5

3
2

2
4

2
0

1
2

4
2
4

2
0

1
6

5

3
3

2
5

2
1

1
3

5
2
5

2
1

1
7

5

3
4

2
6

2
2

1
4

6
2
6

2
2

1
8

5

3
5

2
7

2
3

1
5

7
2
7

2
3

1
9

5

3
6

2
8

2
4

1
6

8
2
8

2
4

2
0

5

3
7

2
9

2
5

1
7

9
2
9

2
5

2
1

5

3
8

3
0

2
6

1
8

1
0

3
0

2
6

2
2

5

3
9

3
1

2
7

1
9

1
1

3
1

2
7

2
3

5

4
0

3
2

2
8

2
0

1
2

3
2

2
8

2
4

5



4
1

3
3

2
9

2
1

1
3

3
3

2
9

2
5

5

4
2

3
4

3
0

2
2

1
4

3
4

3
0

2
5

5

4
3

3
5

3
1

2
3

1
5

3
5

3
1

2
6

5

4
4

3
6

3
2

2
4

1
6

3
6

3
2

2
6

5

4
5

3
7

3
3

2
5

1
7

3
7

3
3

2
7

5

4
6

3
8

3
4

2
6

1
8

3
8

3
4

2
7

4
7

3
9

3
5

2
7

1
9

3
9

3
5

2
8

4
8

4
0

3
6

2
8

2
0

4
0

3
6

2
8

4
9

4
1

3
7

2
9

2
1

4
1

3
7

2
8

5
0

4
2

3
8

3
0

2
2

4
2

3
7

2
8

5
1

4
3

3
9

3
1

2
3

4
3

3
7

2
8

5
2

4
4

4
0

3
2

2
4

4
4

3
8

2
8

5
3

4
5

4
1

3
3

2
5

4
5

3
8

2
8

5
4

4
6

4
2

3
4

2
6

4
6

3
8

2
8

5
5

4
7

4
3

3
5

2
7

4
7

3
9

2
8

5
6

4
8

4
4

3
6

2
8

4
8

3
9

2
8

5
7

4
9

4
5

3
7

2
9

4
9

3
9

2
9

5
8

5
0

4
6

3
8

3
0

5
0

4
0

2
9

5
9

5
1

4
7

3
9

3
1

5
1

4
0

2
9

6
0

5
2

4
8

4
0

3
2

5
2

4
0

2
9

6
1

5
3

4
9

4
1

3
3

5
3

4
0

2
9

6
2

5
4

5
0

4
2

3
4

5
4

4
0

2
9

6
3

5
5

5
1

4
3

3
5

5
5

4
0

2
9

6
4

5
6

5
2

4
4

3
6

5
6

4
0

2
9

6
5

5
7

5
3

4
5

3
7

5
7

4
0

2
9

6
6

5
8

5
4

4
6

3
7

5
8

4
0

2
9

6
7

5
9

5
5

4
7

3
8

5
9

4
0

2
9

6
8

6
0

5
6

4
8

3
8

6
0

4
1

3
0

6
9

6
1

5
7

4
9

3
9

6
0

4
1

3
0

7
0

6
2

5
8

4
9

3
9

6
0

4
1

3
0

7
1

6
3

5
9

5
0

4
0

6
1

4
1

3
1

7
2

6
4

6
0

5
0

4
0

6
2

4
1

3
1

7
3

6
5

6
1

5
1

4
1

6
3

4
1

3
1

7
4

6
6

6
2

5
1

4
2

6
4

4
1

7
5

6
7

6
3

5
2

4
3

6
5

4
1

7
6

6
8

6
4

5
2

4
4

6
6

4
1

7
7

6
9

6
5

5
3

4
5

6
7

4
1

7
8

6
9

6
6

5
4

4
6

6
8

4
1

7
9

7
0

6
7

5
5

4
7

6
9

4
1

8
0

7
0

6
8

5
6

4
8

7
0

4
2



8
1

7
1

6
9

5
7

4
9

7
1

4
2

8
2

7
1

7
0

5
8

4
9

7
2

4
2

8
3

7
2

7
1

5
9

5
0

7
3

4
3

8
4

7
2

7
2

6
0

5
0

7
4

4
3

8
5

7
3

7
3

6
1

5
1

7
5

4
3

8
6

7
4

7
4

6
2

5
1

8
7

7
5

7
5

6
3

5
2

8
8

7
6

7
6

6
4

5
2

8
9

7
7

7
7

6
5

5
3

9
0

7
8

7
8

6
6

5
3

9
1

7
9

7
9

6
7

5
3

9
2

8
0

8
0

6
8

5
4

9
3

8
1

8
1

6
9

5
4

9
4

8
2

8
2

7
0

5
4

9
5

8
3

8
3

7
1

5
5

9
6

8
4

8
4

7
2

5
5

9
7

8
5

8
5

7
3

5
5

9
8

8
6

8
6

7
4

5
6

9
9

8
7

8
7

7
5

5
6

1
0
0

8
8

8
8

7
6

5
6

1
0
1

8
9

8
9

7
7

5
7

1
0
2

9
0

8
9

7
8

5
8

1
0
3

9
1

9
0

7
9

5
9

1
0
4

9
2

9
0

8
0

6
0

1
0
5

9
3

9
1

8
1

6
0

1
0
6

9
3

9
1

8
2

6
0

1
0
7

9
3

9
2

8
3

6
0

1
0
8

9
4

9
2

8
4

6
0

1
0
9

9
4

9
3

8
5

6
0

1
1
0

9
4

9
4

8
5

6
0

1
1
1

9
5

9
5

8
6

6
0

1
1
2

9
5

9
6

8
6

6
0

1
1
3

9
5

9
7

8
7

6
1

1
1
4

9
6

9
8

8
7

6
1

1
1
5

9
6

9
9

8
8

6
1

1
1
6

9
6

1
0
0

8
8

6
1

1
1
7

9
7

1
0
1

8
9

6
1

1
1
8

9
7

1
0
1

8
9

6
1

1
1
9

9
8

1
0
1

9
0

6
1

1
2
0

9
8

1
0
2

9
0

6
1



1
2
1

9
9

1
0
2

9
1

6
1

1
2
2

9
9

1
0
2

9
1

1
2
3

1
0
0

1
0
3

9
2

1
2
4

1
0
0

1
0
3

9
2

1
2
5

1
0
1

1
0
3

9
2

1
2
6

9
2

1
2
7

9
2

1
2
8

9
2

1
2
9

9
2

1
3
0

9
2

1
3
1

9
2

1
3
2

9
2

1
3
3

9
3

1
3
4

9
3

1
3
5

9
3

1
3
6

9
3

1
3
7

9
3

1
3
8

9
4

1
3
9

9
5

1
4
0

9
6

1
4
1

9
6

備
考

こ
れ
ら
の
表
の
昇
格
後
の
号
俸
欄
中

「２
級

」等
と
あ
る
の
は

そ
の
者
が
昇
格
し
た
職
務
の

，

等
級
を
示
す
。



別表第七の二 昇給号俸数表（第三十七条関係）

イ 行政職給料表７級以下職員等昇給号俸数表

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

昇給の号俸数 ８以上 ６ ４(医療職給料表㈡の適用を受け ２ ０

る職員でその職務の級が７級以上

であるもの，医療職給料表㈢の適

用を受ける職員でその職務の級が

７級であるものにあつては，３）

２以上 １ ０ ０ ０

備考

１ この表は, 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が８級以上であるも

の，第３９条の２各号に掲げる職員であるもの以外の職員に適用する。

２ この表に定める上段の号俸数は一般職員給与条例第１４条第７項第１号，学校職員

給与条例第５条第７項及び警察職員給与条例第５条第７項第１号に規定する職員（以

下「昇給抑制職員」という。）以外の職員に，この表に定める下段の号俸数は昇給抑

制職員に適用する。

ロ 行政職給料表８級以上職員等昇給号俸数表

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

昇給の号俸数 ２ １ ０ ０ ０

備考 この表は，行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が８級以上であるも

の及び第３９条の２各号に掲げる職員に適用する。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
切
替
日
に
お
け
る
昇
格
、
降
格
し
た
職
員
の
号
俸
の
特
例
）

２

令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
に
昇
格
又
は
降
格
し
た
職
員
に
つ
い
て
は
、

当
該
昇
格
又
は
降
格
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
切
替
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
俸
を
切

替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
雑
則
）

３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る

。



通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
七
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
特
別
急
行
列
車
等
」
を
「
特
別
急
行
列
車
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料

金
等
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
る
場
合
に
は
公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る

公
署
の
移
転
前
の
通
勤
時
間
よ
り
長
時
間
の
通
勤
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
等
の
通
勤
の
実
情
の

」
を
「
通
勤
の
実
情
に
」
に
、
「
も
の
」
を
「
も
の
（
特
別
急
行
列
車
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改

善
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
条

削
除

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
特
別
急
行
列
車
等
」
の
下
に
「
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
」
を
加
え
、
第

十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
特
別
急
行
列
車
等
に
」
を
「
特
別
急
行
列
車
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料

金
等
に
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
る
場
合
に
は
当
該
適
用
前
の
通
勤
時
間
よ

り
長
時
間
の
通
勤
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
等
の
通
勤
の
実
情
の
」
を
「
通
勤
の
実
情
に
」
に
改

め
、
「
も
の
」
の
下
に
「
（
特
別
急
行
列
車
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に

限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
中
「
掲
げ
る
職
員
」
の
下
に
「
（
特
別
急
行
列
車
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認

め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
当
該
事
由
」
を
「
当
該
事
由
の
発
生
に
伴
い

、
当
該
事
由
」
に
改
め
、
「
で
そ
の
利
用
が
第
十
二
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
通
勤
事
情
の
改
善

に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
を
削
り
、
「
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に

よ
る
場
合
に
は
当
該
事
由
の
発
生
前
の
通
勤
時
間
よ
り
長
時
間
の
通
勤
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と

等
の
通
勤
の
実
情
の
」
を
「
通
勤
の
実
情
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
配
偶
者
（
」
を
「
配
偶
者
（

届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
（
」
に
、
「
当
該
住
居
」
を
「
当
該
転
居
後
の
住
居
」
に
、
「
特
別
急
行
列
車
等
で
そ
の
利
用
が
第
十

二
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
通
勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
」
を
「
特
別
急
行
列
車
等
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
特
別
急
行
列
車
等
」
を
「
特
別
急
行
列
車
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等

」
に
、
「
離
職
し
」
を
「
離
職
（
職
員
が
離
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
（
当
該
翌
日
が
徳
島
県
の
休
日
を
定

め
る
条
例
（
平
成
元
年
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
当
該

翌
日
後
に
お
い
て
当
該
翌
日
に
最
も
近
い
県
の
休
日
で
な
い
日
を
含
む
。
）
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
と
な
る
場
合
の
離
職
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
特
別
急

行
列
車
等
」
を
「
特
別
急
行
列
車
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
特
別
急
行
列
車
等
」
を
「
特
別
急
行

列
車
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
」
に
改
め
る
。

附

則



こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
二
四
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
職
員
の
給
与
、
服
務
等
に
係
る
届
出
等
に
関
す
る
事
務
の

処
理
」
を
「
人
事
給
与
シ
ス
テ
ム
（
職
員
の
人
事
管
理
、
給
与
計
算
等
」
に
改
め
、
「
以
下
同
じ
。
」
を

削
る
。

第
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
四
第
二
項
中
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
の
下
に
「
（
職
員
の
給
与
、
服
務
等
に
係
る
届
出

等
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
う
た
め
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
条
例
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
第
一
号
」
を
「
条
例
第
十
四
条
の
二
の

二
第
三
項
」
に
改
め
、
「
勤
務
に
」
を
「
同
条
第
一
項
の
勤
務
に
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
四
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
条
例
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手

当
を
支
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
学
校
職
員
が
し
た
同
項
の
勤
務
は
、
同
条
第
一
項
の
勤
務

と
み
な
す
。

一

条
例
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た

場
合

二

条
例
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
一
項
の
勤
務
を
し
た

場
合

第
二
十
五
条
第
二
項
第
九
号
中
「
週
休
日
、
」
を
「
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休

日
、
同
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
、
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
五
」
に
、
「
百
分
の

二
百
十
五
」
を
「
百
分
の
三
百
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
十
六
」
を
「
百
分
の
百
十

三
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分

の
百
四
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百
分
の
九
十
六
」
を
「
百
分
の
九
十
三

・
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
百
分
の
五
十
一
・
二
十
五
」
を
「
百
分
の
五
十
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
給
与
か
ら
の
控
除
）

第
三
十
条

条
例
第
二
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
規
則
で
定
め
る
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
団

体
と
す
る
。

一

徳
島
県
学
校
生
活
協
同
組
合

二

法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
を
受
け
た
職
員
団
体

三

公
益
財
団
法
人
日
本
教
育
公
務
員
弘
済
会
徳
島
支
部

四

一
般
社
団
法
人
徳
島
県
三
好
教
育
会



２

条
例
第
二
十
四
条
第
四
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
金
融
機
関
は
、
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
と
す
る
。

第
三
十
一
条

条
例
第
二
十
四
条
第
七
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一

県
又
は
そ
の
業
務
が
県
の
事
務
若
し
く
は
事
業
と
密
接
関
連
を
有
す
る
団
体
が
発
行
す
る
印
刷
物

（
購
入
に
つ
い
て
所
属
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
購
入
代
金

二

学
校
職
員
の
職
務
に
関
連
す
る
学
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
団
体
の
会
費
そ
の
他
の
負
担
金

三

学
校
職
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
団
体
で
あ
つ
て
、
学
校
職
員
の
福
利
厚
生
又
は
親
睦
の
た
め
に
組

織
さ
れ
た
も
の
の
会
費
そ
の
他
の
負
担
金

四

学
校
職
員
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
費

２

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
二
号

）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
か
ら
条
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
学
校
職
員
に
は
、
給
与
か
ら

同
条
例
第
二
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
令
和
六
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
の
読
替
え
）

３

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一

項
及
び
第
七
条
第
二
項
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
令
和
六
年
条
例
第
六
十
二
号
）
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
」
と
す

る
。

様
式
第
一
号
の
裏
中
「
婚
姻

離
職
」
を
「
離
職
」
に
、
「
離
婚

就
職
」
を
「
就
職
」
に
改
め
る
。

，

，

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和

八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
二
八
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
合
計
額
」
の
下
に
「
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

学
校
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
給
料
の
月
額

。
次
項
及
び
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条

条
例
第
五
条
の
二
第
二
項
の
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す

る
。

一

公
庫
、
公
団
等
の
職
員
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

二

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
者

２

条
例
第
五
条
の
二
第
二
項
の
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
学
校
職
員
は

、
人
事
交
流
等
に
よ
り
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
学
校
職
員
と
す
る
。

３

条
例
第
五
条
の
二
第
二
項
の
新
た
に
へ
き
地
学
校
等
又
は
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
人
事
委
員
会

規
則
で
指
定
す
る
学
校
等
（
以
下
「
指
定
学
校
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
学
校
等
に

勤
務
す
る
学
校
職
員
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
そ
の
へ
き
地
学
校
等
又
は
同
項
の

規
定
に
よ
り
人
事
委
員
会
規
則
で
指
定
す
る
学
校
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
以
下
「
指
定
日

」
と
い
う
。
）
前
三
年
以
内
に
当
該
学
校
等
に
異
動
し
、
当
該
異
動
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
学
校

職
員
と
す
る
。

４

条
例
第
五
条
の
二
第
二
項
の
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
学
校
職
員
と
の
権
衡

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
学
校
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る

学
校
職
員
と
す
る
。

一

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
五
号
）

第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
派
遣
（
以
下
「
職
員
派
遣
」
と
い
う
。
）
か
ら
職
務
に
復

帰
し
、
へ
き
地
学
校
等
又
は
指
定
学
校
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し

た
も
の

二

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
の
翌
日
に
お

け
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
れ
、
へ
き
地
学
校
等
又
は
指
定
学
校
に

勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
学
校
職
員
で
、
当
該
学
校
等
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て

住
居
を
移
転
し
た
も
の

三

新
た
に
へ
き
地
学
校
等
又
は
指
定
学
校
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
学
校
等
に
勤
務
す
る
学
校
職

員
で
指
定
日
前
三
年
以
内
に
国
家
公
務
員
、
地
方
公
務
員
若
し
く
は
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら

人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
と
な
り
、
職
員
派
遣
か
ら
職
務

に
復
帰
し
、
又
は
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
学
校
等
に
勤
務

す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の



四

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日
に
勤

務
し
て
い
た
学
校
等
に
引
き
続
き
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
学
校
職
員
の
う
ち
、
当
該
採
用
の
日
前

か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
条
例
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
新
た

に
へ
き
地
学
校
等
又
は
指
定
学
校
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
学
校
等
に
勤
務
す
る
学
校
職
員
の
う

ち
前
項
に
規
定
す
る
学
校
職
員
に
該
当
す
る
も
の

五

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
学
校
職
員
で
、
当
該
採
用
の
日
の
前

日
に
条
例
第
五
条
の
二
又
は
条
例
第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給

さ
れ
て
い
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に

、
こ
れ
ら
の
条
の
規
定
に
よ
る
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
と
な
る

も
の

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
各
号
に
規
定
す
る
学
校
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
学
校

職
員
と
し
て
人
事
委
員
会
が
認
め
る
も
の

５

条
例
第
五
条
の
二
又
は
条
例
第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
期
間

及
び
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

国
家
公
務
員
、
地
方
公
務
員
若
し
く
は
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き

続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
と
な
つ
て
へ
き
地
学
校
等
又
は
指
定
学
校
に
勤
務
す
る
こ

と
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
学
校
職
員
、
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る

学
校
職
員

当
該
学
校
職
員
が
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
日
、
職
務
に
復
帰
し
た
日

又
は
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
日
に
へ
き
地
学
校
等
又
は
指
定
学

校
に
異
動
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

二

第
三
項
に
規
定
す
る
学
校
職
員

当
該
学
校
職
員
の
指
定
日
に
勤
務
す
る
学
校
等
が
同
項
に
規
定

す
る
異
動
の
日
前
に
へ
き
地
学
校
等
又
は
指
定
学
校
に
該
当
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
の

規
定
に
よ
り
指
定
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

三

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
学
校
職
員

当
該
学
校
職
員
の
指
定
日
に
勤
務
す
る
学
校
等
が
、
当
該

学
校
職
員
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
日
、
職
務
に
復
帰
し
た
日
又
は
法
第
二
十
二

条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
日
前
に
へ
き
地
学
校
等
又
は
指
定
学
校
に
該
当
し
て

い
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
学
校
職
員
が
そ
の
日
に
当
該
学
校
等
に
異
動
し
た
も
の
と
し
た
場
合

に
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

四

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
学
校
職
員

当
該
学
校
職
員
が
同
号
の
採
用
の
日
前
か
ら
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
と
し
て
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
の
規
定
に
よ

り
指
定
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

五

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
学
校
職
員

当
該
学
校
職
員
が
同
号
の
採
用
の
日
前
か
ら
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
と
し
て
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
又
は
こ
の
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
採
用
の
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

六

前
項
第
六
号
に
規
定
す
る
学
校
職
員

別
に
人
事
委
員
会
が
定
め
る
期
間
及
び
額

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
週
休
日
」
の
下
に
「
、
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
勤
務
時

間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割

り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）



第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
六
―
二
八
に
お
け
る
暫
定
再
任
用
学
校
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
令
和
三
年

改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
暫
定
再
任
用
学
校
職
員
（
以
下
「
暫
定
再
任
用
学
校
職
員
」
と
い
う
。

）
は
、
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
（
以
下
「
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
」
と
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則

六
―
二
八
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
六
―
二
八
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
並
び
に
第
五
条
第
二
項

の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

暫
定
再
任
用
学
校
職
員
に
対
す
る
改
正
後
の
規
則
六
―
二
八
第
六
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
三

年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
と
、
「
退
職
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「

退
職
し
た
日
又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
か
ら
第

四
項
ま
で
、
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

採
用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
」
と
、
「
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
に
お
い

て
「
暫
定
再
任
用
」
と
い
う
」
と
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
並
び
に
同
条
第
五
項
第
一
号
及
び

第
三
号
中
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
」
と
、

同
項
第
四
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
学
校
職
員
（

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
学
校
職
員
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定
再

任
用
学
校
職
員
」
と
す
る
。

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
学
校
職
員
へ
の
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手

当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

改
正
後
の
規
則
六
―
二
八
第
六
条
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四

月
一
日
以
後
に
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
、
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
条
第
一
項
か

ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
等
の
規
定
」
と
い
う

。
）
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
学
校
職
員
に
つ

い
て
適
用
す
る
。

２

改
正
後
の
規
則
六
―
二
八
第
六
条
第
四
項
第
四
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
二

十
二
条
の
四
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い

た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
同
号
の
規
定
す
る
異
動
を
し
た
日
が
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
学
校
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

改
正
後
の
規
則
六
―
二
八
第
六
条
第
四
項
第
五
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
二

十
二
条
の
四
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日
に
支
給
さ
れ
て
い
た
条

例
第
五
条
の
二
又
は
同
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る

に
至
っ
た
日
が
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。



警
察
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

警
察
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
察
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
四
〇
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
第
一
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
条
例
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
一
号
」
を
「
条
例
第
十
六
条
の
二
第
三
項

」
に
、
「
勤
務
に
」
を
「
同
条
第
一
項
の
勤
務
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
給
料
月
額
」
を

「
同
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第

三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
（
同
条
第
五
項
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
号
ロ
中
「
一
万
千
円
」
を
「
一
万
円
」
に
、
同
号
ハ
中
「

一
万
円
」
を
「
八
千
円
」
に
、
同
号
ニ
中
「
八
千
円
」
を
「
六
千
円
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
三
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
号
任
期
付
研
究
員

次
に
掲
げ
る
当
該
第

一
号
任
期
付
研
究
員
が
受
け
る
同
項
の
給
料
表
の
号
俸
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

六
号
俸
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額

六
千
円

ロ

四
号
俸
及
び
五
号
俸

五
千
円

ハ

二
号
俸
及
び
三
号
俸

四
千
円

ニ

一
号
俸

三
千
円

第
十
七
条
の
三
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
し

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
職
員
が
し
た
同
項
の
勤
務
は
、
同
条
第
一
項
の
勤
務
と
み
な
す
。

一

条
例
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
場
合

二

条
例
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
場
合

第
二
十
八
条
第
二
項
第
八
号
中
「
週
休
日
、
」
を
「
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休

日
、
同
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
、
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
五
」
に
、
「
百
分
の
二

百
十
五
」
を
「
百
分
の
三
百
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
十
一
・
五
」
を
「
百
分
の
百
四
十
九
」
に
、
「

百
分
の
二
百
五
十
五
」
を
「
百
分
の
三
百
七
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
十
六
」
を
「

百
分
の
百
十
三
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
三

十
七
」
を
「
百
分
の
百
三
十
四
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
十
一
・
五
」
を
「
百
分
の
百
四
十
九
」
に
改

め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
百
四
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
四
・
五
」
を
「

百
分
の
百
二
十
二
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百
分
の
九
十
六
」
を
「
百
分
の
九
十
三
・
五
」
に
、
「

百
分
の
百
十
五
」
を
「
百
分
の
百
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
二
第
一
項
中
「
百
分
の
五
十
一
・
二
五
」
を
「
百
分
の
五
十
」
に
、
「
百
分
の
六
十
一
・

二
五
」
を
「
百
分
の
六
十
」
に
改
め
る
。



第
三
十
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
給
与
か
ら
の
控
除
）

第
三
十
三
条

条
例
第
二
十
六
条
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
団
体
は
、
警
察
職
員
生
活
協
同

組
合
徳
島
県
支
部
（
消
費
生
活
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
号
）
第
五
十
八
条
の
規
定
に

よ
る
認
可
を
受
け
た
組
合
を
い
う
。
）
と
す
る
。

第
三
十
四
条

条
例
第
二
十
六
条
第
三
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一

職
員
の
職
務
に
関
連
す
る
印
刷
物(

購
入
に
つ
い
て
所
属
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
を
行
う
も
の
に

限
る
。)

の
購
入
代
金

二

職
員
の
職
務
に
関
連
す
る
学
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
団
体
の
会
費
そ
の
他
の
費
用

三

職
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
団
体
で
あ
つ
て
、
職
員
の
福
利
厚
生
又
は
親
睦
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た

も
の
の
会
費
そ
の
他
の
負
担
金

２

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
例
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
か
ら
条
例
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
に
は
、
給
与
か
ら
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
を

控
除
し
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

同
条
例
第
二
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の

二

徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例

同
条
例
第
二
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る

（
令
和
六
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
の
読
替
え
）

３

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
七
条
の
三
、
第
八
条
、
第
九

条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
二
項
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
六
年
条
例
第
六
十
五
号
）
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
条
例
」
と
す
る
。

（
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る
職
員
）

４

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
六
年
条
例
第
六

十
五
号
）
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
職
務
の

等
級
が
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、

第
七
条
の
三
に
規
定
す
る
職
員
と
す
る
。

様
式
第
一
号
の
裏
中
「
婚
姻

離
職
」
を
「
離
職
」
に
、
「
離
婚

就
職
」
を
「
就
職
」
に
改
め
る
。

，

，

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和

八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
七
三
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
週
休
日
」
の
下
に
「
又
は

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
七
五
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
部
等
の
担
当
部
長

別
表
第
一
知
事
部
局
の
項
中
「
知
事
戦
略
公
室
長
」
を

に
改
め
、
「
企
画
総
務

知
事
戦
略
局
長

」

部
副
部
長
」
、
「
文
化
の
森
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
」
、
「
二
十
一
世
紀
館
長
」
及
び
「
（
区
分
が
一
種
で

「
統
括
監

あ
る
者
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
統
括
監
」
を

文
化
の
森
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長

に
改
め
、
「
障
が

二
十
一
世
紀
館
長

」

い
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
」
、
「
発
達
障
が
い
者
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
」
、
「
本
部
長
」
及
び

「
男
女
共
同
参
画
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
削
り
、
「
中
央
こ
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を

「
中
央
こ
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長

障
が
い
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長

に
改
め
、
「
人
事
課
長
」
、
「
経
済
産
業
政
策
課
長
」

発
達
障
が
い
者
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長

農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
副
所
長
」

、
「
（
区
分
が
二
種
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
」
及
び
「
食
肉
衛
生
検
査
所
長
」
を
削
り
、
「
保
健
製
薬
環

「
食
肉
衛
生
検
査
所
長

動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長

境
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を

に
改
め
、
「
副
本
部
長
」
を
削
り

保
健
製
薬
環
境
セ
ン
タ
ー
所
長

男
女
共
同
参
画
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
」

「
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
副
所
長

、

を
「
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
の
課
長
（

農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
の
課
長
」

農
業
大
学
校
の
課
長
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
「
上
席
秘
書
幹
」
、
「
秘
書
幹
」
及
び
「
政
策
調
査
幹
」

「
推
進
幹

秘
書
室
長

を
削
り
、
「
推
進
幹
」
を

外
事
室
長

に
改
め
、
「
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
」
及
び

政
策
推
進
室
長

航
空
消
防
防
災
室
長
」

「
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
副
所
長

「
航
空
戦
略
幹
」
を
削
り
、
「
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
副
所
長
」
を

に
、

本
部
長

」

「
部
等
の
担
当
課
長
（
観
光
誘
客
課
の
担
当
課
長
を
除
く
。
）

「
主
幹
」
を

に
、
「
運
航
安
全
管
理
幹

主
幹

」

」
を
「
航
空
安
全
・
防
災
調
整
幹
」
に
改
め
、
「
食
肉
衛
生
検
査
所
次
長
」
及
び
「
動
物
愛
護
管
理
セ
ン

「
副
館
長

タ
ー
次
長
」
を
削
り
、
「
副
館
長
」
を

食
肉
衛
生
検
査
所
次
長

に
改
め
、
「
本
部
の
次
長
」

動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー
次
長
」

「
名
古
屋
事
務
所
長

「
家
畜
保
健
衛
生
所
次
長

を
削
り
、

を

に
改
め

家
畜
保
健
衛
生
所
次
長
」

農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
の
担
当
課
長
」



「
担
当
室
長

、
同
表
議
会
事
務
局
の
項
中
「
次
長
」
を
「
副
局
長
」
に
、
「
担
当
室
長
」
を

に
改
め
、

担
当
課
長
」

同
表
教
育
委
員
会
の
項
中
「
政
策
調
査
幹
」
及
び
「
競
技
力
向
上
推
進
幹
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
八
七
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
一
般
職
員
給
与
条
例
第
六
条
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
九
条
及
び
警
察
職
員
給
与

条
例
第
十
一
条
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
で
一
般
職
員
給
与
条
例
第
七
条
第
一
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第

十
条
第
一
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
者
に
限
る

」
を
「
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
他
に
生
計
の
途
が
な
く
主
と
し
て
当
該
職
員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の

及
び
一
般
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
二
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
九
条
第
二
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条

例
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
を
い
う
」
に
、
「
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上

婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
」
を
「
、
父
母

」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
五
条
第
三
項
に
」
を
「
第
五
条
第
二
項
に
」
に
、
「
第
五
条
第
三
項
第
三
号
」
を
「
第

五
条
第
二
項
第
三
号
」
に
、
「
職
員
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を

除
く
。
」
を
「
職
員
（
」
に
、
「
国
家
公
務
員
、
地
方
公
務
員
並
び
に
公
庫
及
び
公
団
等
の
職
員
（
人
事

委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
者
か
ら
引
き
続
き
」
を
「
新
た
に
」
に
改
め
、
「
当
該
適

用
」
の
下
に
「
又
は
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
条
例
第

四
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
当

該
復
帰
」
を
加
え
る
。

第
六
条
中
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
職
員
の
給
与
、
服
務
等
に
係
る
届
出
等
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を

行
う
た
め
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
」
を
「
人
事
給
与
シ
ス
テ
ム
（
職
員
の
人
事
管
理
、
給
与

計
算
等
を
行
う
た
め
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
」
の
下
に
「
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
以
降
の
日
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
八
八
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
合
計
額
」
の
下
に
「
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（

以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
給
料
の
月
額
。
第
五
条
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条

一
般
職
員
給
与
条
例
第
十
条
の
二
の
二
第
二
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
七
条
の
三
第
二

項
の
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

公
庫
、
公
団
等
の
職
員
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

二

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
者

２

一
般
職
員
給
与
条
例
第
十
条
の
二
の
二
第
二
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
七
条
の
三
第
二
項
の

任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
人
事
交
流
等
に
よ
り
給
料
表
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
と
す
る
。

３

一
般
職
員
給
与
条
例
第
十
条
の
二
の
二
第
二
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
七
条
の
三
第
二
項
の

新
た
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
の
う
ち
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
そ
の
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（

以
下
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
前
三
年
以
内
に
当
該
公
署
に
異
動
し
、
当
該
異
動
に
伴
つ
て
住
居
を
移

転
し
た
職
員
と
す
る
。

４

一
般
職
員
給
与
条
例
第
十
条
の
二
の
二
第
二
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
七
条
の
三
第
二
項
の

一
般
職
員
給
与
条
例
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
五
号
）

第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
派
遣
（
以
下
「
職
員
派
遣
」
と
い
う
。
）
か
ら
職
務
に
復

帰
し
、
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
っ
て
住
居
を
移
転
し
た

職
員

二

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
の
翌
日
に
お

け
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
れ
、
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
在

勤
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
、
当
該
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移

転
し
た
も
の

三

新
た
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
で
指
定

日
前
三
年
以
内
に
国
家
公
務
員
、
地
方
公
務
員
若
し
く
は
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
人
事
交
流

等
に
よ
り
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
り
、
職
員
派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰
し
、
又

は
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
っ

た
こ
と
に
伴
っ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の

四

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日
に
在



勤
し
て
い
た
公
署
に
引
き
続
き
在
勤
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
の
う
ち
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引

き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
一
般
職
員
給
与
条
例
第
十
条
の
二
の
二
第
二
項
又
は

警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
新
た
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
の
う
ち
前
項
に
規
定
す
る
職
員
に
該
当
す
る
も
の

五

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
職
員
で
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日
に

一
般
職
員
給
与
条
例
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
七

条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い

た
も
の
の
う
ち
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
こ
れ
ら

の
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
各
号
に
規
定
す
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
職
員
と
し

て
人
事
委
員
会
が
認
め
る
も
の

５

一
般
職
員
給
与
条
例
第
十
条
の
二
の
二
第
二
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
七
条
の
三
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
期
間
及
び
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

国
家
公
務
員
、
地
方
公
務
員
若
し
く
は
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き

続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
て
特
地
公
署
若
し
く
は
準
特
地
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と

と
な
っ
た
こ
と
に
伴
っ
て
住
居
を
移
転
し
た
職
員
、
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
又
は
前
項
第
二

号
に
規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
が
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
日
、
職
務
に
復
帰
し

た
日
又
は
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
日
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地

公
署
に
異
動
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

二

第
三
項
に
規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
の
指
定
日
に
在
勤
す
る
公
署
が
同
項
に
規
定
す
る
異
動
の

日
前
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
の
規
定
に
よ
り
指

定
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

三

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
の
指
定
日
に
在
勤
す
る
公
署
が
、
当
該
職
員
の
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
日
、
職
務
に
復
帰
し
た
日
又
は
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
日
前
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
し
て
い
た
も
の
と
し
、
か

つ
、
当
該
職
員
が
そ
の
日
に
当
該
公
署
に
異
動
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定

日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

四

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
が
同
号
の
採
用
の
日
前
か
ら
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
と
し
て
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
日
以
降

支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

五

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
が
同
号
の
採
用
の
日
前
か
ら
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
と
し
て
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
採
用
の
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

六

前
項
第
六
号
に
規
定
す
る
職
員

別
に
人
事
委
員
会
が
定
め
る
期
間
及
び
額

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
六
―
八
八
に
お
け
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
次
条
第
一
項
に
お



い
て
「
令
和
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
暫
定
再
任
用
職
員
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
暫

定
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
（
次
条
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
こ
の

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
六
―
八
八
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
六
―
八
八
」
と
い
う
。
）
第
三
条
、

第
五
条
、
第
六
条
第
四
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
五
項
（
第
六
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適

用
す
る
。

２

暫
定
再
任
用
職
員
に
対
す
る
改
正
後
の
規
則
六
―
八
八
第
六
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
公
務
員

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
令
和
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。

」
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
又
は
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
と
、
「
退
職
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
し

た
日
又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま

で
、
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
採
用
に

係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
」
と
、
「
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
に
お
い
て
「
暫

定
再
任
用
」
と
い
う
」
と
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
並
び
に
同
条
第
五
項
第
一
号
及
び
第
三
号

中
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
」
と
、
同
項
第

四
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
職
員
（
令
和
三
年
改
正
法

附
則
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
項

第
五
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
す
る
。

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
へ
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関

す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

改
正
後
の
規
則
六
―
八
八
第
六
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一

日
以
後
に
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

、
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
条
第
一
項
か
ら
第

四
項
ま
で
の
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
等
の
規
定
」
と
い
う
。
）

に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る

。
２

改
正
後
の
規
則
六
―
八
八
第
六
条
第
四
項
第
四
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
二

十
二
条
の
四
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い

た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
同
号
の
規
定
す
る
異
動
を
し
た
日
が
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

改
正
後
の
規
則
六
―
八
八
第
六
条
第
四
項
第
五
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
二

十
二
条
の
四
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日
に
支
給
さ
れ
て
い
た
一

般
職
員
給
与
条
例
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
並
び
に
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
七
条
の
三

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ

た
日
が
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。



義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六－

九
七
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一

小
学
校
中
学
校
教
育
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
者

（第
三
条
関
係

）

職
員
の

職
務
の

等
級

１
級

２
級

特
２
級

３
級

４
級

区
分

号
俸

円
円

円
円

円

定
年
前

１
2
,
0
0
0

2
,
1
0
0

4
,
0
0
0

4
,
9
0
0

7
,
4
0
0

再
任
用

２
2
,
0
0
0

2
,
1
0
0

4
,
0
0
0

4
,
9
0
0

7
,
4
0
0

短
時
間

３
2
,
0
0
0

2
,
1
0
0

4
,
0
0
0

4
,
9
0
0

7
,
4
0
0

勤
務
教

４
2
,
0
0
0

2
,
1
0
0

4
,
0
0
0

4
,
9
0
0

7
,
4
0
0

育
職
員

５
2
,
0
0
0

2
,
3
0
0

4
,
3
0
0

5
,
1
0
0

7
,
5
0
0

以
外
の

６
2
,
0
0
0

2
,
3
0
0

4
,
3
0
0

5
,
1
0
0

7
,
5
0
0

職
員

７
2
,
0
0
0

2
,
3
0
0

4
,
3
0
0

5
,
1
0
0

7
,
5
0
0

８
2
,
0
0
0

2
,
3
0
0

4
,
3
0
0

5
,
1
0
0

7
,
5
0
0

９
2
,
1
0
0

2
,
4
0
0

4
,
5
0
0

5
,
2
0
0

7
,
6
0
0

1
0

2
,
1
0
0

2
,
4
0
0

4
,
5
0
0

5
,
2
0
0

7
,
6
0
0

1
1

2
,
1
0
0

2
,
4
0
0

4
,
5
0
0

5
,
2
0
0

7
,
6
0
0

1
2

2
,
1
0
0

2
,
4
0
0

4
,
5
0
0

5
,
2
0
0

7
,
6
0
0

1
3

2
,
2
0
0

2
,
5
0
0

4
,
7
0
0

5
,
4
0
0

7
,
7
0
0

1
4

2
,
2
0
0

2
,
5
0
0

4
,
7
0
0

5
,
4
0
0

7
,
7
0
0

1
5

2
,
2
0
0

2
,
5
0
0

4
,
7
0
0

5
,
4
0
0

7
,
7
0
0

1
6

2
,
2
0
0

2
,
5
0
0

4
,
7
0
0

5
,
4
0
0

7
,
7
0
0

1
7

2
,
3
0
0

2
,
6
0
0

4
,
9
0
0

5
,
5
0
0

7
,
9
0
0

1
8

2
,
3
0
0

2
,
6
0
0

4
,
9
0
0

5
,
5
0
0

7
,
9
0
0

1
9

2
,
3
0
0

2
,
6
0
0

4
,
9
0
0

5
,
5
0
0

7
,
9
0
0

2
0

2
,
3
0
0

2
,
6
0
0

4
,
9
0
0

5
,
5
0
0

7
,
9
0
0

2
1

2
,
4
0
0

2
,
8
0
0

5
,
1
0
0

5
,
7
0
0

8
,
0
0
0

2
2

2
,
4
0
0

2
,
8
0
0

5
,
1
0
0

5
,
7
0
0

2
3

2
,
4
0
0

2
,
8
0
0

5
,
1
0
0

5
,
7
0
0

2
4

2
,
4
0
0

2
,
8
0
0

5
,
1
0
0

5
,
7
0
0

2
5

2
,
6
0
0

2
,
9
0
0

5
,
3
0
0

5
,
9
0
0

2
6

2
,
6
0
0

2
,
9
0
0

5
,
3
0
0

5
,
9
0
0

2
7

2
,
6
0
0

2
,
9
0
0

5
,
3
0
0

5
,
9
0
0

2
8

2
,
6
0
0

2
,
9
0
0

5
,
3
0
0

5
,
9
0
0

2
9

2
,
7
0
0

3
,
0
0
0

5
,
4
0
0

6
,
0
0
0

3
0

2
,
7
0
0

3
,
0
0
0

5
,
4
0
0

6
,
0
0
0



3
1

2
,
7
0
0

3
,
0
0
0

5
,
4
0
0

6
,
0
0
0

3
2

2
,
7
0
0

3
,
0
0
0

5
,
4
0
0

6
,
0
0
0

3
3

2
,
8
0
0

3
,
2
0
0

5
,
6
0
0

6
,
1
0
0

3
4

2
,
8
0
0

3
,
2
0
0

5
,
6
0
0

6
,
1
0
0

3
5

2
,
8
0
0

3
,
2
0
0

5
,
6
0
0

6
,
1
0
0

3
6

2
,
8
0
0

3
,
2
0
0

5
,
6
0
0

6
,
1
0
0

3
7

2
,
9
0
0

3
,
3
0
0

5
,
7
0
0

6
,
3
0
0

3
8

2
,
9
0
0

3
,
3
0
0

5
,
7
0
0

6
,
3
0
0

3
9

2
,
9
0
0

3
,
3
0
0

5
,
7
0
0

6
,
3
0
0

4
0

2
,
9
0
0

3
,
3
0
0

5
,
7
0
0

6
,
3
0
0

4
1

3
,
1
0
0

3
,
5
0
0

5
,
8
0
0

6
,
4
0
0

4
2

3
,
1
0
0

3
,
5
0
0

5
,
8
0
0

6
,
4
0
0

4
3

3
,
1
0
0

3
,
5
0
0

5
,
8
0
0

6
,
4
0
0

4
4

3
,
1
0
0

3
,
5
0
0

5
,
8
0
0

6
,
4
0
0

4
5

3
,
2
0
0

3
,
7
0
0

6
,
0
0
0

6
,
6
0
0

4
6

3
,
2
0
0

3
,
7
0
0

6
,
0
0
0

6
,
6
0
0

4
7

3
,
2
0
0

3
,
7
0
0

6
,
0
0
0

6
,
6
0
0

4
8

3
,
2
0
0

3
,
7
0
0

6
,
0
0
0

6
,
6
0
0

4
9

3
,
3
0
0

3
,
8
0
0

6
,
1
0
0

6
,
8
0
0

5
0

3
,
3
0
0

3
,
8
0
0

6
,
1
0
0

6
,
8
0
0

5
1

3
,
3
0
0

3
,
8
0
0

6
,
1
0
0

6
,
8
0
0

5
2

3
,
3
0
0

3
,
8
0
0

6
,
1
0
0

6
,
8
0
0

5
3

3
,
4
0
0

4
,
1
0
0

6
,
3
0
0

6
,
9
0
0

5
4

3
,
4
0
0

4
,
1
0
0

6
,
3
0
0

6
,
9
0
0

5
5

3
,
4
0
0

4
,
1
0
0

6
,
3
0
0

6
,
9
0
0

5
6

3
,
4
0
0

4
,
1
0
0

6
,
3
0
0

6
,
9
0
0

5
7

3
,
5
0
0

4
,
3
0
0

6
,
4
0
0

7
,
0
0
0

5
8

3
,
5
0
0

4
,
3
0
0

6
,
4
0
0

7
,
0
0
0

5
9

3
,
5
0
0

4
,
3
0
0

6
,
4
0
0

7
,
0
0
0

6
0

3
,
5
0
0

4
,
3
0
0

6
,
4
0
0

7
,
0
0
0

6
1

3
,
6
0
0

4
,
5
0
0

6
,
5
0
0

7
,
1
0
0

6
2

3
,
6
0
0

4
,
5
0
0

6
,
5
0
0

7
,
1
0
0

6
3

3
,
6
0
0

4
,
5
0
0

6
,
5
0
0

7
,
1
0
0

6
4

3
,
6
0
0

4
,
5
0
0

6
,
5
0
0

7
,
1
0
0

6
5

3
,
7
0
0

4
,
8
0
0

6
,
7
0
0

7
,
2
0
0

6
6

3
,
7
0
0

4
,
8
0
0

6
,
7
0
0

7
,
2
0
0

6
7

3
,
7
0
0

4
,
8
0
0

6
,
7
0
0

7
,
2
0
0

6
8

3
,
7
0
0

4
,
8
0
0

6
,
7
0
0

7
,
2
0
0

6
9

3
,
8
0
0

4
,
9
0
0

6
,
8
0
0

7
,
3
0
0

7
0

3
,
8
0
0

4
,
9
0
0

6
,
8
0
0

7
,
3
0
0

7
1

3
,
8
0
0

4
,
9
0
0

6
,
8
0
0

7
,
3
0
0

7
2

3
,
8
0
0

4
,
9
0
0

6
,
8
0
0

7
,
3
0
0

7
3

3
,
9
0
0

5
,
1
0
0

6
,
9
0
0

7
,
4
0
0

7
4

3
,
9
0
0

5
,
1
0
0

6
,
9
0
0

7
,
4
0
0

7
5

3
,
9
0
0

5
,
1
0
0

6
,
9
0
0

7
,
4
0
0

7
6

3
,
9
0
0

5
,
1
0
0

6
,
9
0
0

7
,
4
0
0

7
7

4
,
0
0
0

5
,
3
0
0

6
,
9
0
0

7
,
5
0
0



7
8

4
,
0
0
0

5
,
3
0
0

6
,
9
0
0

7
,
5
0
0

7
9

4
,
0
0
0

5
,
3
0
0

6
,
9
0
0

7
,
5
0
0

8
0

4
,
0
0
0

5
,
3
0
0

6
,
9
0
0

7
,
5
0
0

8
1

4
,
1
0
0

5
,
4
0
0

7
,
0
0
0

7
,
5
0
0

8
2

4
,
1
0
0

5
,
4
0
0

7
,
0
0
0

8
3

4
,
1
0
0

5
,
4
0
0

7
,
0
0
0

8
4

4
,
1
0
0

5
,
4
0
0

7
,
0
0
0

8
5

4
,
1
0
0

5
,
5
0
0

7
,
2
0
0

8
6

4
,
1
0
0

5
,
5
0
0

7
,
2
0
0

8
7

4
,
1
0
0

5
,
5
0
0

7
,
2
0
0

8
8

4
,
1
0
0

5
,
5
0
0

7
,
2
0
0

8
9

4
,
2
0
0

5
,
6
0
0

7
,
2
0
0

9
0

4
,
2
0
0

5
,
6
0
0

7
,
2
0
0

9
1

4
,
2
0
0

5
,
6
0
0

7
,
2
0
0

9
2

4
,
2
0
0

5
,
6
0
0

7
,
2
0
0

9
3

4
,
3
0
0

5
,
8
0
0

7
,
2
0
0

9
4

4
,
3
0
0

5
,
8
0
0

7
,
2
0
0

9
5

4
,
3
0
0

5
,
8
0
0

7
,
2
0
0

9
6

4
,
3
0
0

5
,
8
0
0

7
,
2
0
0

9
7

4
,
4
0
0

5
,
9
0
0

7
,
3
0
0

9
8

4
,
4
0
0

5
,
9
0
0

7
,
3
0
0

9
9

4
,
4
0
0

5
,
9
0
0

7
,
3
0
0

1
0
0

4
,
4
0
0

5
,
9
0
0

7
,
3
0
0

1
0
1

4
,
4
0
0

6
,
1
0
0

7
,
3
0
0

1
0
2

4
,
4
0
0

6
,
1
0
0

7
,
3
0
0

1
0
3

4
,
4
0
0

6
,
1
0
0

7
,
3
0
0

1
0
4

4
,
4
0
0

6
,
1
0
0

7
,
3
0
0

1
0
5

4
,
5
0
0

6
,
2
0
0

7
,
3
0
0

1
0
6

4
,
5
0
0

6
,
2
0
0

1
0
7

4
,
5
0
0

6
,
2
0
0

1
0
8

4
,
5
0
0

6
,
2
0
0

1
0
9

4
,
5
0
0

6
,
3
0
0

1
1
0

4
,
5
0
0

6
,
3
0
0

1
1
1

4
,
5
0
0

6
,
3
0
0

1
1
2

4
,
5
0
0

6
,
3
0
0

1
1
3

4
,
6
0
0

6
,
4
0
0

1
1
4

4
,
6
0
0

6
,
4
0
0

1
1
5

4
,
6
0
0

6
,
4
0
0

1
1
6

4
,
6
0
0

6
,
4
0
0

1
1
7

4
,
7
0
0

6
,
5
0
0

1
1
8

4
,
7
0
0

6
,
5
0
0

1
1
9

4
,
7
0
0

6
,
5
0
0

1
2
0

4
,
7
0
0

6
,
5
0
0

1
2
1

4
,
7
0
0

6
,
6
0
0

1
2
2

4
,
7
0
0

6
,
6
0
0

1
2
3

4
,
7
0
0

6
,
6
0
0

1
2
4

4
,
7
0
0

6
,
6
0
0

1
2
5

4
,
8
0
0

6
,
7
0
0



1
2
6

6
,
7
0
0

1
2
7

6
,
7
0
0

1
2
8

6
,
7
0
0

1
2
9

6
,
8
0
0

1
3
0

6
,
8
0
0

1
3
1

6
,
8
0
0

1
3
2

6
,
8
0
0

1
3
3

6
,
9
0
0

1
3
4

6
,
9
0
0

1
3
5

6
,
9
0
0

1
3
6

6
,
9
0
0

1
3
7

6
,
9
0
0

1
3
8

6
,
9
0
0

1
3
9

6
,
9
0
0

1
4
0

6
,
9
0
0

1
4
1

6
,
9
0
0

1
4
2

6
,
9
0
0

1
4
3

6
,
9
0
0

1
4
4

6
,
9
0
0

1
4
5

7
,
0
0
0

1
4
6

7
,
0
0
0

1
4
7

7
,
0
0
0

1
4
8

7
,
0
0
0

1
4
9

7
,
1
0
0

1
5
0

7
,
1
0
0

1
5
1

7
,
1
0
0

1
5
2

7
,
1
0
0

1
5
3

7
,
1
0
0

1
5
4

7
,
1
0
0

1
5
5

7
,
1
0
0

1
5
6

7
,
1
0
0

1
5
7

7
,
1
0
0

定
年
前

3
,
2
0
0

3
,
8
0
0

4
,
5
0
0

5
,
1
0
0

6
,
4
0
0

再
任
用

短
時
間

勤
務
教

育
職
員

別
表
第
二

高
等
学
校
等
教
育
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
者

（第
三
条
関
係

）

職
員
の

職
務
の

等
級

１
級

２
級

特
２
級

３
級

４
級

区
分

号
俸

円
円

円
円

円

定
年
前

１
2
,
0
0
0

2
,
5
0
0

4
,
0
0
0

5
,
7
0
0

7
,
4
0
0

再
任
用

２
2
,
0
0
0

2
,
5
0
0

4
,
0
0
0

5
,
7
0
0

7
,
4
0
0

短
時
間

３
2
,
0
0
0

2
,
5
0
0

4
,
0
0
0

5
,
7
0
0

7
,
4
0
0

勤
務
教

４
2
,
0
0
0

2
,
5
0
0

4
,
0
0
0

5
,
7
0
0

7
,
4
0
0

育
職
員

５
2
,
0
0
0

2
,
6
0
0

4
,
3
0
0

5
,
9
0
0

7
,
5
0
0



以
外
の

６
2
,
0
0
0

2
,
6
0
0

4
,
3
0
0

5
,
9
0
0

7
,
5
0
0

職
員

７
2
,
0
0
0

2
,
6
0
0

4
,
3
0
0

5
,
9
0
0

7
,
5
0
0

８
2
,
0
0
0

2
,
6
0
0

4
,
3
0
0

5
,
9
0
0

7
,
5
0
0

９
2
,
1
0
0

2
,
8
0
0

4
,
5
0
0

6
,
0
0
0

7
,
6
0
0

1
0

2
,
1
0
0

2
,
8
0
0

4
,
5
0
0

6
,
0
0
0

7
,
6
0
0

1
1

2
,
1
0
0

2
,
8
0
0

4
,
5
0
0

6
,
0
0
0

7
,
6
0
0

1
2

2
,
1
0
0

2
,
8
0
0

4
,
5
0
0

6
,
0
0
0

7
,
6
0
0

1
3

2
,
2
0
0

2
,
9
0
0

4
,
7
0
0

6
,
1
0
0

7
,
7
0
0

1
4

2
,
2
0
0

2
,
9
0
0

4
,
7
0
0

6
,
1
0
0

7
,
7
0
0
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育
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
二
三
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
配
偶
者
が
」
を
「
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者
を
含
め
。
以
下
同
じ
。
）
が
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
公
庫
、
公
団
等
の
職
員
（
人
事
委
員
会

の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
の
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員

は
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第

一
号
中
「
次
に
掲
げ
る
事
由
（
以
下
「
事
由
発
生
」
と
い
う
。
）
」
を
「
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の

派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す

る
職
員
派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰
し
た
こ
と
（
以
下
「
職
務
復
帰
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
事
由
発
生
の

」
を
「
職
務
復
帰
の
」
に
改
め
、
同
号
イ
か
ら
ハ
を
削
り
、
同
項
第
七
号
中
「
国
家
公
務
員
、
地
方
公

務
員
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
で
あ
つ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
」
を
「

新
た
に
」
に
、
「
事
由
発
生
」
を
「
職
務
復
帰
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
七
条
第
三
項
中
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
職
員
の
給
与
、
服
務
等
に
係
る
届
出
等
に
関
す
る
事
務

の
処
理
を
行
う
た
め
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
」
を
「
人
事
給
与
シ
ス
テ
ム
（
職
員
の
人
事

管
理
、
給
与
計
算
等
を
行
う
た
め
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
日
」
の
下
に
「
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
日
以
降
の
日
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
）
」
を
加
え
る
。

（
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
十
一
月
四
日
公
布
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。

附
則
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
第
五
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
新
た

に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
に
も
適
用
す
る
。



職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
規
則
七
―
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

。
第
一
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
三
条
第
三
項
の
適
用
除
外
職
員
）

第
一
条
の
二

条
例
第
三
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
職
務
の
性
質
上
職
員
の
申

告
を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
と
し
て
任

命
権
者
が
定
め
る
職
員
と
す
る
。

（
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
基
準
等
）

第
一
条
の
三

任
命
権
者
は
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
等(

条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間

を
割
り
振
ら
な
い
日(

同
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
第
三
条
第
二
項

を
除
き
、
以
下
同
じ
。)

の
設
定
又
は
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
一
条
の
六

ま
で
に
お
い
て
同
じ
。)

を
行
う
場
合
に
は
、
条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
告(

次
条
第
一
号
及

び
第
三
条
の
二
を
除
き
、
以
下
「
申
告
」
と
い
う
。)

を
考
慮
し
つ
つ
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

る
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運

営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
は
、
別
に
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
と

異
な
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
単
位
期
間(

以
下
こ
の
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
単
位
期
間

」
と
い
う
。)

を
そ
の
初
日
か
ら
一
週
間
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間(

単
位
期
間
が
一
週
間
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
単
位
期
間)

に
つ
き
一
日
を
限
度
と
し
て
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
（
第

四
号
に
お
い
て
「
特
例
対
象
日
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二

一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
。

三

前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
日(

条
例
第
八
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
又
は
年

末
年
始
の
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
に
つ
い
て
は
、
七
時
間

四
十
五
分
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

の
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に
お
け
る
勤
務
時
間
を
当
該
期
間
に
お
け
る
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
週
休
日(

同
項
に
規
定
す
る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

以
外
の
日
の
日
数
で
除
し
て
得

た
時
間)

の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と

四

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を

除
い
て
連
続
す
る
よ
う
に
、
二
時
間
以
上
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
例
対
象
日

に
つ
い
て
は
、
当
該
時
間
帯
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

五

始
業
の
時
刻
を
午
前
五
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻
を
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

２

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
七
時
間
四
十
五
分
に
満
た
な
い
勤
務
時
間
を
割
り
振
ろ
う
と
す

る
日
に
係
る
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
人
事
委
員
会
の



定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。

３

職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
に
必
要
な
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
係
る
条
例
第

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４

任
命
権
者
は
、
第
一
項
各
号(

第
一
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と

が
、
公
務
の
能
率
の
向
上
に
資
し
、
か
つ
、
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
、
当
該
基
準
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
別
段
の
定
め
が
人
事
委
員
会
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
当
該
人
事
委
員
会
と
の
協
議
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
変
更
）

第
一
条
の
四

任
命
権
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
等

を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
告
及
び
第
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
休
憩
時
間
の
申
告

が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
申
告
ど
お
り
に
変
更
す
る
と
き
。

二

勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
っ
た
後
に
生
じ
た
事
由
に
よ
り
、
当
該
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
変

更
を
行
わ
な
け
れ
ば
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
別
に
人
事
委
員
会

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
変
更
す
る
と
き
。

（
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
申
告
）

第
一
条
の
五

申
告
は
、
第
一
条
の
三
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
希
望
す
る
勤
務
時
間
を
割

り
振
ら
な
い
日
並
び
に
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
並
び
に
次
条
の
期
間
に
つ
い
て
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
単
位
期
間
）

第
一
条
の
六

条
例
第
三
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間(

以
下
「
単
位
期
間
」
と
い
う

。)

は
、
一
週
間
、
二
週
間
、
三
週
間
又
は
四
週
間
の
う
ち
職
員
が
選
択
す
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し

、
任
命
権
者
は
、
前
項
の
職
員
が
選
択
し
た
単
位
期
間
で
は
公
務
の
正
常
な
運
営
に
支
障
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
職
員
が
選
択
し
た
単
位
期
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
二
中
「
前
条
」
を
「
第
一
条
の
三
か
ら
第
一
条
の
五
ま
で
並
び
に
前
条
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
条
例
第
五
条
」
を
「
条
例
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
同
条
」
を
「
同
条
第
一
項

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
条
例
第
五
条
」
を
「
条
例
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
同
条
の
勤
務
」
を
「

同
項
の
勤
務
」
に
、
「
（
同
条
」
を
「
（
同
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
休
憩
時
間
）

第
三
条
の
二

任
命
権
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
条
例
第
六
条
第
二
項
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
従
い
休
憩
時
間
を
一
斉
に
与
え
な
い
こ
と
そ
の
他
の
休
憩
の
基
準
に
つ
い
て
別
段
の
定

め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

交
替
制
に
よ
っ
て
勤
務
さ
せ
る
と
き
。



二

同
一
事
業
場
内
で
あ
っ
て
も
作
業
場
を
異
に
す
る
場
合
で
、
公
務
の
運
営
上
必
要
な
と
き
。

三

条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ

る
申
告
を
し
た
職
員
か
ら
休
憩
時
間
の
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
に
つ
い
て
申
告
が
あ
っ
た
と

き
。

四

前
三
号
の
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
休
憩
時
間
の
自
由
利
用
が
妨
げ
ら
れ
ず
、
か
つ
、
勤
務
を
過

重
な
も
の
と
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

２

前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
休
憩
時
間
の
申
告
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
任
命
権
者
は
、
」
の
下
に
「
勤
務
時
間
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時

間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
若
し
く
は
勤
務
時
間
を
割
り
振
り
、
又
は
」
を
加
え
、
「
第
五
条
」
を

「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
（
条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
以
下
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
条
例
第
五
条
第
二
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
、
」
を
加

え
る
。

別
表
第
二
の
二
十
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
一

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
日
又
は
時
間
。
た

の
子(

配
偶
者
の
子
を
含
む
。
以
下
こ
の
二
十

だ
し
、
一
年
に
つ
き
五
日(

そ
の
養
育
す
る
中

一
に
お
い
て
同
じ
。)

を
養
育
す
る
職
員
が
、

学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が
二

次
に
掲
げ
る
そ
の
子
の
看
護
等
の
た
め
勤
務

人
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
日)

を
超
え

し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

場
合

ア

負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
そ
の

子
の
世
話
を
行
う
こ
と
。

イ

疾
病
の
予
防
又
は
後
遺
障
害
の
機
能
回

復
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
人

事
委
員
会
が
定
め
る
そ
の
子
の
世
話
を
行

う
こ
と
。

ウ

学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法

律
第
五
十
六
号
）
第
二
十
条
の
規
定
又
は

災
害
等
に
よ
る
学
校
の
休
業
そ
の
他
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定

め
る
事
由
に
伴
う
そ
の
子
の
世
話
を
行
う

こ
と

エ

そ
の
子
の
教
育
若
し
く
は
保
育
に
係
る

行
事
等
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も

の
へ
の
参
加
等
を
す
る
こ
と

附

則



こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
規
則
七
―
四
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条

条
例
第
十
二
条
の
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
の
全
て
を
四
週
間
ご
と
に
区
分
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
条
例
第
十
二
条
第
一
号
に
定
め
る
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に

つ
い
て
は
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
を
そ
の
初
日
か
ら
四
週
間
ご
と
に
区
分
し

た
各
期
間
及
び
そ
の
最
後
に
生
ず
る
四
週
間
未
満
の
期
間
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
一
週
間
当
た
り

の
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
十
二
条
第
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
は
、
二
時
間
と
す
る
。

３

条
例
第
十
二
条
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数
は
十
二
日
と
し
、
同
号
の
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
時
間
は
十
六
時
間
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
一
年
単
位
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
第
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
一
年
単
位
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
一
年
単
位
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
規
則
七
―
一
○
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
七
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。










